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Ｖ

Ｉはじめに

裁判外紛争解決を意味するＡＤＲという言葉は、中国でも比較的新しい

呼称であり、日本と同じく欧米から導入された概念である。日本ではおよ

そ1980年代末から1990年頃にかけて研究者の間ではかなり頻繁に使われる

ようになったが、社会のかなりの範囲でADRという言葉が用いられるよ

うになったと同時に、ADRの潮流ともいうべき民間の新しいADR運動も

開始されたのは、司法制度改革審議会がADRの拡充・活性化を提言した
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－３－

社会転換期の中国における多元的紛争解決システムの構築とＡＤＲの可能性（１）

2001年前後であったといわれる(1)。ほぼこの時期に、アメリカ、日本、ド

イツ、イギリスなどをはじめとする諸外国におけるＡＤＲをめぐる議論や

法制度が中国にも熱心に紹介され、法学界では頻繁に使われるようになっ

ているが、一般市民にとってはなお余り馴染みのない言葉である。しかし、

ADRと呼ばれる裁判外紛争解決メカニズムは、中国でも昔から見られる

現象であり、調停制度は正にその伝統的な象徴であり、「長い間に西側で

最も広く研究されてきた中国法制度におけるおそらくただ一つの特徴であ

る」(2)とも言われた。したがって、ＡＤＲは中国社会でもいわば古くて新

しい問題である。

中国では調停が「調解」と称され、「「調ｊにより「解』に達す｣、すな

わち「調和｣、「調整」などの手段によって紛争を解決するという意味を持っ

ている。「『調』により『停』に達す｣、すなわち「調和｣、「調整」などの

手段によって紛争をやめさせるという意味をもつ「調停」とは、字面の上

では異なるものの、潜在的な意味ではほぼ同じものを指すと考えられる(3)。

中国の調停制度は、運営主体により、人民調停を主たる対象とする民間調

停、行政調停、法院調停と呼ばれる司法調停、及び仲裁調停に分類するこ

とができる。人民調停は、人民調停委員会がその地域の住民間における民

間紛争を解決するために、当事者の申立に基づいてまたは自主的に紛争を

調停し、積極的に働きかけることによって当事者を合意に達させ紛争を解

決する制度であるい'・年間約480万件（2007年現在）以上の事件(５１を処理

している人民調停は、中国の紛争処理手続の中で最も活発に利用されてい

る手法でもある。法院調停は、訴訟内調停を指し、人民法院が受理した民

事事件、経済事件及び軽微な刑事事件について、当事者の申立に基づいて

または裁判官が調停の方法で紛争を解決するのが適当であると認めるとき

に、説得等の手法をもって当事者を合意に至らせ訴訟を終結する制度であ

る。法院調停は、事件を受理した後から判決を下す前までのいずれの段階、

しかも第一審だけでなく、第二審及び再審のいずれの手続においても適用

することができる'６１。民事訴訟事件の係属後、裁判官が積極的に調停に踏
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－４－

論 説

み切る法院調停は、世界でもあまり見られない制度として、中国裁判制度

の重要な特質であると思われる'7'・中国の訴訟に不可欠な部分となってい

る法院調停は、機能、手続の面において１１本の民事調停と多くの共通』性を

有するが、日本の司法調停とは本質的な差異もあり、むしろ日本の訴訟上

の和解に類似するものである。ただし、法院調停の場合には人民法院の主

宰、裁判所の行為が強調され、また、訴訟と調停とは一体化し、調停手続

と判決手続の主宰者も|可じである点では日本の民事調停と大きく異なる１脚'。

法院調停は、訴訟と深く結びついた裁判所内の代替的紛争解決制度である

とはいえ、私的白治を根拠とするものではなく、国家の介入の一方法とし

て位置づけることができる㈹'・行政調停は、末端の人民政府が一般の民事

紛争に対して行う付帯的調停や行政機関が特定の民事、経済及び軽微な刑

事紛争に対して行う専門的調停を含む制度である。仲裁調停は、仲裁の過

程において仲裁廷が調停の手法で当事者を説得し、互譲により解決の合意

を成立させる手続である。仲裁と調停を連係させる手続は、新たなＡＤＲ

の形式としてすでに多くの国で採用されてきたが、仲裁調停という名称は

中国のみで使用されており、それが単なる仲裁と調停を連係させる手続で

はなく、仲裁過程中で調停を試みることを指すものである('０１。

これらの調停類型のうち、人氏調停と法院調停は、いわば「調停システ

ムの両輪」'''１として中心的な役割を果たしている。しかし、法院調停はま

さしく訴訟の過程に調停を取り入れた「民間調停制度と法院裁判制度を結

び付けた産物」(Ｍ１のようなものであり、イ'１'裁調停も仲裁制度の成立の当初、

仲裁における経験及び人的資源の不足を保管するために、法院調停におけ

る訴訟と調停の連係手法に倣ったうえで創設されたものである。したがっ

て、厳密な意味で真正の調停と嵩えるものは人民調停と行政調停だけで、

法院調停と仲裁調停は一種の混合式調停であると言っていい('３１・

中国の調停制度は外見上、確かに「代替的」な紛争解決手続であるが汀

しかし、’1.国の法制度は社会主義法の範Uﾄ|に属するものであり、調停制度

もヨーロッパ大陸型の伝統的な調停理論を取り入れたことはなく、自国に
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－５－

社会岻換期の111国における多元的紛争解決システムの構築とＡＤＲの可能'性（１）

おける調停の伝統を基礎に創出したものとしてi''１，欧米と日本において一

般的に論じられているＡＤＲの役割や理念などとは本質的に異なり、とき

には欧米発のADR潮流に逆行するかのような現象('５１も見られる点は、お

そらく中国のＡＤＲの発展における最も興1床深い特徴であろう。

中国では「改革・開放」政策の推進によって過去30年の間、経済が高成

長を遂げ、世界の注目を浴びている反面、経済体制と社会構造の急速な変

革、各種の利益枠組みの調盤、経済格差の拡大、及び人々の意識観念の変

化に伴い、様々な社会問題や矛)宵も顕在化し、もはや摩擦と紛争の多発期

に入っていると言ってよい。このような「乱１１t」ＩｌＩｉ'といわれる社会の転換

期における民間紛争は、その性格、規模、形式、内容等においてかつてな

い新たな特徴を呈し、Ｈ増しに複雑多様化しているが、従来の人氏調停、

法院調停を中心とした紛争処理手続には明らかに限界が見られたため、社

会の変容に即した社会の調和及び安定的発展を促進できる新たな紛争解決

システムの構築が急務の課題となり時代の要請でもある。

こうした動きに関わって、近年進められている司法制度の改革において

も、調停制度の拡充・活性化が重要な課題とされ、国際的なADRの潮流

に溶け込みながら新たな発展を見せている。これまでとは違った新しい理

念やモデルに基づく制度設計や運用方法について多彩な検討が進められ、

その試みの一つは、「三大調停」と呼ばれる人民調停、行政調停及び法院

調停の連携協働を促進する多元的な裁判外紛争解決システムの構築である。

最高人民法院もすでにそれを今後の司法改革の重点としている''7)。

本稿では、中国におけるADRの可能性を分析するための参照的な視座

として、日米におけるＡＤＲの発展史との比較検討を踏まえながら、中国

調停制度の根幹をなす人民調停と法院調停に焦点を絞って、その歴史的な

変遷を概観したうえ、調停制度の改革をめぐる近11三の動向及び関連法制の

整備、特に新たな多元的紛争解決方法として模索されているff紛争処理手

続の横断的連携を図る「大調停」メカニズムの形成、仕組、運用の実態を

取り上げて考察し、その特質及び残された課題などについて分析を加える。
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－６－

論 説

最後に、調停基本法とも言える統一調停法の制定及びADRの制度化に向

けての動きに簡単に触れて本稿のむすびとすることにしたい。

Ⅱ日米との比較における中国調停制度の変遷

日米におけるＡＤＲの発展の特徴

ADRの拡充は今や１１t界的な趨勢になっており、その歴史的展開は各国

の独自な社会背景、法文化及び司法制度などの相違によって異なるが、訴

訟遅延の深刻化、紛争類型の多様化、裁判による解決の硬直化、グローバ

リゼーションの進行に伴う異文化に跨る渉外法的紛争の増加によって、よ

り法文化的中立`性の高い非国家的紛争解決が望ましいことなどが一般的に

指摘されているＩｌＨ１ｏ今日のADRの枇界的発展から、ＡＤＲの正当性及び法

的地位の向上、ＡＤＲの運用範囲及び機能の拡大、ADR形態の多様化、

ADRの法制化及び規範化という共通した趨勢が見られるとともに、ＡＤＲ

の社会的機能、制度の設計と形態、運用の方式と効果などは、各国の法体

系、司法制度、政治理念及び伝統文化などの特殊性や差異によってそれぞ

れ異なるため、普遍的に適用できるADR制度は存在しないと言えよう(Ｍｏ

ＡＤＲの発祥地であるアメリカでは、法と訴訟が浸透している過剰な

｢法化」に伴う訴訟爆発、裁判の遅延と利用コストの高さ、多種多様な紛

争に対する訴訟による解決の質的な限界などが明らかになったことが

ADRの制度的発展に繋がった。1960年代の揺篭期には、統一`性に欠けた

ADRが様々な形態で利用され始め、草創期の1970年代において現在の

ADR政策・実務の礎となったＡＤＲ運動が発生し、ADRが司法政策のなか

に組み込まれるようになり、警戒期の1980年代には、ADRが裁判システ

ムの中にも組み込まれるようになった反面、裁判を受ける権利の空洞化、
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－７－

社会転換期の巾11(|における多兀的紛争解決システムの榊築とＡＤＲの可能性（１）

手続主宰者の中立性、実体規範と和解内容の乖離の問題といったＡＤＲに

対する批判も起きた。1990年以降の制度化期には、ＡＤＲのルール化ない

し標準化が進められ、連邦ＡＤＲ法も1998年に制定されるようになったと

同時に、実務的にもＡＤＲが浸透し成熟してきた'2ｍ。調停の領域は極めて

広く、労働契約事件をはじめ、子の濫護権・訪問事件、その他の家事事件、

農民に対する債権取立事件、環境権事件、消費者事件、学園紛争事件、公

民権事件、宗教団体事件、行政紛争事件、近隣紛争、借地・借家紛争、軽

犯罪事件など広範囲にわたっている'２１１°したがって、アメリカにおいて調

停はもはや小事件のための特別な手段ではなく、主要な事件を平和裡に解

決する一般的な方法の一つとなっており、裁判官の役割も伝統的なコモン・

ロー裁判官から効率的な紛争解決のためのマネジャーへと変身を遂げてい

るともいわれる'22'・ADR制度が裁判機能の補完、正義へのアクセスの拡

大、紛争解決の質の重視といったADR推進理念の下で発展してきたアメ

リカの状況に比して、１１本では、紛争処理方法としてのＡＤＲも、ＡＤＲと

いう概念が欧米におけるＡＤＲの理論と実践に関する紹介と研究を通して

用いられ始めた1980年代末に始まったものではない。１１本型紛争管理シス

テムの要素の一つは、Ｔｌ沢から存在するADRの広汎な腱開であるとされ、

司法内部には調停と訴訟_'二の和解という戦前以来、確固と根を下している

ADRがあり、裁判所外には行政型、民間型の多様なADRがすでに存在す

る。むしろＡＤＲこそ、「|本における紛争処理の基本型として君臨してき

たというぺきである'231･

日本で最もよく利111きれてきたＡＤＲは裁判所における調停である。大

正期に大量に生じた借地借家争議、小作争議、労働争議などの解決のため

に裁判所に導入された調停制度は、戦後になると、調停の対象が1948年の

家事審判法の制定により家事紛争全般に拡大され、1951年には民事調停法

の制定により民事紛争全般に拡大きれた１２Ⅲ。アメリカのメデイエーション

は、第三者の判断を仰ぐような紛争解決システムに対する反省あるいは嫌

悪を背景に民衆の中から始まったのに対し、日本の民事調停制度は、民事
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－８－

論 i説

調停法によって成立したものとして、単に国家によりﾉJ､えられたシステム

に過ぎず、口分達の上位にある雛三打の判断を仰ぐ制度が法により整備さ

れたもの'25'とはいえ、戦後一貫して裁判所において裁判と並ぶ大きな役割

を果たしてきたことが[]本におけるＡＤＲの雄大な特徴である'261。この意

味から'二１本の民事調停ilill度が、アメリカのＡＤＲと何じょうに、口国の民

衆及び社会のニーズに適応した訴訟を代稗する有効な手段として、法律と

`慣習との齪齢を和らげ、裁判所と民衆との距離を近づけるためには特殊な

意義があるものと言える'27'。

戦後から1970年代までは、新しい紛争の発生に応じて多様な行政型

ADRが設置・開始されるようになったが、向等絲済成踵期以降には、行

政型ＡＤＲに続いて業界iluを｢'1心とする多様な民間型ＡＤＲも整備されてき

たとはいえ、司法型の調停と行政型の相談｢''心の活動を除けば、民間型

ＡＤＲの利用は大きく立ち遅れ、その発展を'1Ⅱむ原因としては、ADR機構

の中立性・信頼性に問題があること、広報活動が十分でないこと、内部的

免責効が欠如していること、弁護士がＡＤＲを利１１]しないこと、ADRがそ

の効果の点で訴訟に劣ることなどが挙げられている'2('・社会の「法化」や

経済のグローバル化に伴う新しい紛争解決ニーズに対応できる「より大き

な司法」を求める要請に応えて設置された司法制度改ｊｌｉＩ審議会の提出した

意見譜においては、ＡＤＲが国民にとって裁判と並ぶ魅力的な選択肢とな

るようにその拡充・活性化を図るべきであるとされ、そのための課題とし

て「総合的なＡＤＲの制度基盤の幡備」と「関係機関等の連携強化の促進」

が挙げられた。この提言を契機に、ＡＤＲの制度化が進められ、ADR基本

法が2004年に成立したとともに、各機関のネットワーク化により、紛争の

多ｍ的、異種混合的解決もⅢ能となった。

以_このように、訴訟社会における過剰な「法化」に対する「非法化」や

｢反法化」の動きとして議場したアメリカのＡＤＲ運動'211'は、生成期一拡大

期一定着期という段取りで発展を遂げてきた。それからさらに１０数年後に

日本も形成期一拡大期一促進期の段階を経てADR制度を確立した。しか
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し、ほぼ|可時代の社会主義111国におけるADRの発展には、全く相反する

ような背景と展開が見られ、むしろ近代的な司法制度及び訴訟手続の未整

備による「未法化」の産物として登場し、しかも創成期一定着期一偏重期一

衰退期一復興期という''11折した軌跡をたどってきた。

革命根拠地における調停制度の形成

中国では、調停が歴史的に古くから民事紛争の解決手段として利用され

てきたが、人民調停制度の原型は、基本的に1940年頃の戦争時代に中国共

産党が実質上統治していた各辺区ないし解放区において、民事法規の欠如、

紛争解決の迅速と便宜の要請及び当事者の感情｣この考慮などの理由でいⅡ)、

また、調停という紛争処理手段に革命的大衆運動の役割をもあわせて担わ

せようとする政治的な意図のもとに、全く新たな組織化をめざして形成さ

れ始めたものであるに(1)。各根拠地が制定した人民調停に関する規定・条例

から、創成期の人氏調停制度は、民間調停と政府調停に分類しうる複合的

な性格を備えたものと言える。すなわち、一部の郷・村・区政府で調停委

員会という専門組織が設けられたという設置形態、調停が当事者の書面も

しくは[]頭のＩＥＩ]請によって開始される申立手続、調停費用の不徴収などか

らみて、人民調停は、一種の行政サービスであったと思われる。他方では、

調停委員会を設けない辺|工では、当事者がその隣人、親戚または大衆団体

から調停人を選任し調停を行うが、－１２級となる政府調停も、必要に応じて

当該地域の各機構の人員、大衆|寸1体、公]ｌｉな地元有力者を招き、その協力

の下で調停を行うという下級調停の担い手から判断すると、住民'二｜治とし

ての性格を有していたことも否定できない。そして、人民調停の目的を民

間の紛争を調停し、訴訟を減少させるとしたこと、人民調停が扱う紛争の

種類は、民事紛争と軽微な刑事事件を含んだこと、紛争処理の方針を合法

の原則としたこと、調停協議書は法的効力をもっていたことなどからみて、

当時の人氏調停には、裁判・司法の代替的役割を期待された準司法的手続

KumamotoLawRevicw，ｖｏｌ１１７，２００９２７４



－１０－

至鰄 説

の意味を持っていたと考えられる(321。

一方、司法調停も民事事件と軽微な刑事事件を解決する最も重要な方法

として各辺区で発展していた。根拠地における人氏司法活動の基本モデル

と総括された調停を主体とする大衆路線に基づいた「馬錫五の裁判方式」

は正に法院調停のひな型であった。峡甘寧辺区高等法院の裁判官であった

馬錫五が始めた大衆参加型の裁判方式は、五つの現地解決方法（現地での

逮捕、予審、調査、裁判、宣伝）を通じて、大衆の積極的な裁判参加を取

り入れようとするものである'331゜例えば、常に大衆の中に深く入り込んで

調査研究や巡回裁判を行うこと、広く住民を集めて裁判を傍聴させ、判決

に対する意見を述べぎせること、同時に大衆に対する革命の思想・政策を

宣伝し教育する効果が重視されることなどが主な特徴であった。この裁判

と調停を結びつけた大衆参加型の現地裁判方式は、辺区政府及び民衆から

も高い評価を受け、民主的裁判のモデルとしてその他の根拠地にも迅速に

普及した。「馬錫五の裁判方式」の基本的精神・原則が建国後の法院調停

にも受け継がれた。実体法の不文法主義、裁判における強化された職権探

知主義、訴訟手続の簡素化、及び調停・合意中心の裁判方式がその基本的

な特徴とされたがい↓)、こうした特徴及びそれに相応した裁判理念は、１９８０

年代に至るまで一貫して中国裁判の主流ないし特質であった。

建国後における調停制度の変容

建国前の戦争時代に中国共産党の統治下にあった革命根拠地で原型が形

成された人民調停と司法調停は、やがて建国後の調停制度の基礎となり、

早くも新中国成立後の1950年代に制度化されたが、その後の展開には、激

しく変動する政治的、経済的、社会的情勢に影響され、調停優先一訴訟偏

重一調停再生という起伏に富む軒余曲折した道を歩んだ。
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１．人氏調停の起伏期と法院調停の優先期（1950年代初～1970年代末）

裁判制度を中心とする司法制度がほぼ完全な機能停｣卜常態に陥った文化

大革命の空白を除く1970年代末までの調停制度は、「毛沢東時代の調停」

とも呼ばれ、基本的に革命根拠地の調停制度を継承し発展していた。人民

調停活動は、1950年代後半から1960年初頭にかけて政治的要因により一時

中止したことがあるのに対し、民事裁判においては一貫して法院調停によ

る解決を第一とした調停偏重であった。

建国初期の人民調停制度は、末端の区・郷（鎖）人氏政府に付置される

人民調停委員会が調停に当たるという意味で行政調停の`性格を持つもので

あった。人民調停に関して、全国的な法制上の統一を図るための立法が、

1954年２月政務院公布した「人民調停委員会暫定組織通則（以下、５４年通

則と略する）であった。５４年通則は、人民調停委員会は、末端の行政機関

である都市部の街道（おおむね日本の市内の「町」に相当する)、農村部

の郷（おおむね日本の「行政村」に相当する）を単位として設置し、基層

人民政府と基層人民法院の指導のもとで活動する大衆的な調停組織である

こと、その任務は民間の民事紛争及び軽微な刑事事件を調停し、さらに調

停を通じて政策・法令の宣伝教育を行うこと、調停で成立した合意の法的

拘束力が認められないことなどを基本的特徴としていた'３５１．しかし、1955

年以降の農業集団化の進展に伴う紛争の増大に加えて、1957年下半期に展

開された「反右派闘争」などの政治的キャンペンに呼応して、司法部は、

同年７月に54年通則を事実上撤回し、人民調停組織が治安防衛委員会と一

体化した調処委員会として行政機関に再編された。この調処組織は実質上

きわめて行政機関に近い存在であった。その後、1960年代の初めに「大躍

進政策」の破綻が明らかとなり調薙政策へと移行するに伴い、調処委員会

は廃止されて再び調停委員会が復活する結果となった。ところが、そこで

再建された人民調停制度は、５４年通則の完全な復活ではなく、政府調停と

民間調停を折衷したようなこれまでに例を見ない組織形態を採っていた(３６１．

人民調停の一時的挫折と異なり、民事訴訟では1949年からの８年間、調
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悴が判決と並行して利１１１されたものの、必ずしも優越的地位を保ったとは

言えない時１９]に'７１を除けば、法院調停による解決が常に第一とされてきた。

1958年８月に毛沢東が「民事事件の解決はやはり馬青天のやり方がいい。

調査研究を行い、現地で速やかに解決し、調停を主にする（調在研究、就

地解決、調停為主)」と述べたことをきっかけに、この「１２字方針」が、

民事裁判活動における指導理念となり、さらに1964年に鹸高人民法院院長

であった謝覚哉氏によって「大衆に頼り、調査研究を行い、現地で速やか

に解決し、調停を主にする（依頼群衆、調査研究、就地解決、調停為主)」

という「１６字方針」に総括された。「調停を三店にする」とは、｜可時に「裁

判を補にする」ことを意味するので、この方針は、法院調停の基本原則と

して、jj時の民事訴訟に大きな影響を与え、裁判よりも調停が優先され、

事実上の調停前置主義が採られていた。そのJ1M由は、社会j三義の下に発生

する民ﾘﾄ紛争が基本的に人災内部の矛盾に属し根本的な利害の衝突がない

ため、調和が可能であり説得と教育による調停が有効であると考えられて

いたためであるに洲)。この時期、民事事件の75％～80％が法院調停によって

終結されており、調停で処flMした事件の多寡が裁判官の実績を評価する基

準ともされた'31Ｎ。

1966年から始まった文化大革命の嵐に呑み込まれ、司法制度全体が壊滅

的な打嫉を被ったように、調停制度も例外ではなく、「階級調和論」を批

判する標的として事実｣2停１１さされていた。文革後期の1973年頃から人民法

院の再建に伴って、人民調停委員会もようやく一部の地域で活動を再開す

るようになり、その中で民事紛争について再び調停前置主義を採用したと

ころもあったが'１(1)、調停制度の本格的な１Ｍ二は、やはり文革の終焉を待た

なければならなかった。

この「毛沢東時代の調停」は、民事紛争の解決には積極的な効力を発揮

したとはいえ、法的環境の未整備による裁判組織の不足を補う役割が求め

られていたことや調停という紛争処理手段にも社会秩序の調整の役割をあ

わせてilllわせようとする政治的な意図なども顕著であったことから、「法
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化」の弊害に対する反動として登場したアメリカのADR運動とは相当次

元が異なるものと言える。

２．調停制度の最盛期（1970年代末～1990年代初）

文革終結後の1970年代末に始まった改革・開放政策への転換に伴う法制

度の整備と司法制度の再建が急速に進展したことによって、調停制度も重

大な転機を迎えることができた。しばらく弱体化された人民調停制度につ

いては、1978年５月に開かれた第８１回1全国人氏司法業務会議において、そ

の必要性が再び強調され、調停委員会の設置及び健全化を図らなければな

らないと指示された''１'。1980年ｌ)]、５４年通則が再公布されたことに続い

て、憲法（1982年、第１１１条)、民事訴訟法（試行）（1982年、第１４条)、人

民法院組織法（1983年、第22条）においても、それぞれ人民調停及びその

組織に関する規定が設けられた。1989年６月、１重|務院は、５４年通則を改正

して「人氏調停委員会組織条例」（以下、８９年条例と略する）を制定した。

翌1990年４月、司法部は、８９年条例に基づき「民間紛争処理弁法」（以下、

90年弁法と略する）を発布した。この90年弁法は、立法形式上89年条例の

施行細則にあたるが、実質には末端人氏政府による行政調停を規定する内

容になっており、一種の人民調停と行政裁決を連係させるような行政的紛

争解決手続を確立しようと試みたものである。

８９年条例では、人氏調停委員会が大衆的な自治組織である村民委員会及

び住民委員会の下に設けられるほか、企業・事業体にも必要に応じて設置

できるとされた。５４年通則と比べて、主に二つの変化が見られた。その一

つは、人民調停協議の法的効力について明文の規定を欠いた54年通則より

も、調停合意を「当事者は履行しなければならない」（９条１項）という

暖昧な条文を設け、「効力がある」という方向に動いたことである。もう

一つは、人民調停手続に対する行政の関与が強化されたことである。例え

ば、末端人民政府及びその派出機関の司法補佐員は、人民調停委員会の日

常的な活動について責任を負う（２条２項)。調停を経て当事者が合意に
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達せずあるいは合意を達成した後に翻意した場合、いずれの一方も末端人

民政府に処理を求めることができる（９条２項)。人民調停協議が法律、

法規、政策に違反した場合にそれを是正する権限も人民法院から末端人民

政府に移された（１０条)。また、９０年弁法でも、人民調停委員会による調

停に対する不服申立手続が新たに導入され、その受理機関は末端人民政府

とされた。そこで、人民調停制度は「住民自治的」及び「行政的」という

複合的な`性格を持ち合わせたもの('２１と位置づけられるが、他方では、人民

調停制度は、「司法補助`性」または「大衆司法性」を持つ司法補助制度と

して、一種の中国的な特色がある司法制度である''3)と位置づけたうえ、８９

年条例の制度設計は、人民調停制度を準司法的な'性格を有する独立した紛

争解決メカニズムへ転化させる契機及び可能性を作り出し、人民調停組織

が大衆的な自治組織であると同時に、非正式の司法制度として多元的な紛

争解決機能を発揮することも可能にしたとして、人民調停制度の今後の発

展目標を示したという分析もあった'！''。

－．連の法律、行政法規及び規則によって、人民調停制度の法的地位が確

立されたことに従い、末端の人民政府と人民法院の二重指導体制の下に置

かれる「人民調停制度は、現在おそらく半世紀に及ぶその歴史のなかで最

も活発な活動を展開しているのではないか」'１ｍといわれたように、1980年

代を通じて順調な発展を示すようになったいＩｉ１。「改革・開放」の初期段階

にあったこの時期では、民事・経済紛争事件は急増する一方、人民法院の

対応能力や裁判官の業務水準がまだ高いものとは言えないこともあって、

人民調停が民事・民間紛争の解決において中心的な役割を果たしていた。

人民調停制度の担い手である調停組織及び調停員の数から見れば、1980年

代には人民調停委員会はめざましく普及し、1991年にピークの104万ケ所

に達した。また、人民調停貝も、1980年代を通して年々増加し、ついに

1992年に1,000万人を突破したい､。そして、人民調停と民事訴訟の利用件

数の比率から見れば、1980年代を通じておよそ１０：ｌであったが、初期に

は１７：ｌさえあった('剛。人民調停で処理した既済件数も増加の一途を辿り、
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1990年には過去最高の741万件に達し、同期の人民法院民事．経済第一審

既済件数の３倍にもなったＭ)ことで「人氏調停の神話」を作り出した。

人民調停が最も活発な活動を展開したこの時期には、法院調停もさらに

偏重されるようになり、調停による事件処理率が裁判官の業務成績を評価

する基準ともされた。最高人民法院は、1979年２月に「人民法院が民事事

件を審理する手続と制度に関する規定（試行)」を発布し、その第４条で

｢民事事件を処理するにあたっては、調停を主にしなければならない。調

停により処理できる事件は、判決によって処理してはならない。たとえ判

決を必要とする事件であっても、まず調停を経なければならず、可能の限

り現地で調停を行うべきである」と定め、調停を民事裁判において必ず経

るべき手続とした。1982年に制定された民事訴訟法（試行）でも、基本原

則の中に調停を重視すべき規定が置かれた（６条)。他方では、経済改革

が急速に進むにつれ、別の理由からも法院調停は偏重されるようになった。

すなわち、裁判所に持ち込まれる紛争が激増し、民事紛争も人民法院に期

待される役割も変わったが、民事訴訟のﾉﾌﾞ式、人民法院の体制、裁判官の

レベルもそれに適合しなかったため、判決を下さずにすむ法院調停へと逃

れることとなったのである'311'。

そして、法院調停は、調停者と二重の身分を兼ねる裁判官が、強力な主

導`性を発揮し、当事者の合意による紛争の解決を促すことに加え、職権探

知主義をとっていたことから、強大な権限を背景とする強制の要素が非常

に強いものとなった'５１'・裁判官の説得・教育により、当事者の納得を得て、

事件を速やかに徹底的に解決し、人民の団結を強め、安定した社会秩序を

維持することは、法院調停の存在理由である'52'。しかし、人民法院が調停

による紛争解決に拘る余り、あらゆる事件について調停が必須の手続とな

り、さらには当事者の意思に関わりなく調停が強いられるなどが一般的に

行われたため、裁判制度や人民法院に対する人々の不満、不信感を引き起

こすこともあったが、他方では、当事者にとって便利であり、経済的、法

的弱者への配慮、実質的平等を調う中国民事訴訟の指導理念を体現するよ
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うな法院調停は、紛争解決制度として、それなりの１１１更な役割を果たして

きたことも事実である'5:''。そのためか、この調停と裁判の混同不分離、調

停偏重の民事裁判モデルは、社会的需要に応えたものとして、長い間高度

の安定性を保持していたのであるＩＭＩ。この時期には大部分の民事事件が法

院調停によって解決されており、1982年から1990年までの民事訴訟におけ

る法院調停終結率は、平均70.4％であったが、ピークの1986年は73.13％も

あった'5ｍ。

３．調停制度の低迷期（1990ｲIﾐ代初～2000年代初）

1980年代の繁栄期を経験した人民調停は、1990年代に入ってから法治主

義の進展に伴い次第に停滞する状態に陥り、これまで中国の伝統的法文化

の象徴とされた調停は、法治ﾃｉｉ義と相克する前近代的な要素や「法からの

乖離」と見なされ、法治社会の建設を妨げる時代遅れの「負の遺産」とし

て見放されることになった。ＴＩＴ場経済の導入や法制度の整備が進展したこ

とによって紛争の性質も変化し、従来は必ずしも法律上の争いとはなりえ

なかった紛争が、法律上の権利義務関係の確定を求める訴訟として争われ

るようになり、紛争当事肴は、相互の譲歩と妥協を強調する調停よりも、

むしろ「一刀両断」の裁判で紛争の決着を求める傾|(Ｉを示すようになった。

この変化は、人氏調停委員会及び人氏調停員の変動からも見ることができ

る。1980年代にi帥Ⅱし続けた人氏調停委員会数は、1991年の１０４万ケ所を

ピークにして、その後199411ミ（015％増）と1995年（0.04％増）に一時僅

かに増えたものの、ほぼ年々減少し続け、2007年には83万ケ所まで減り、

ピーク時の1991年と比べ20万ケ所も減少した。また、人民調停貝の数につ

いては、1992年のLOOO万人をピークに、その後は増減する変動期を経て

1997年から一転して減少し続け、200711ﾐには487万人にまで減員し、ピー

ク時より半分以下に減ったことになる'ｗＭｉ１ｏ

また、人氏調停と民事訴訟の利用状況の変動から見れば、人民調停の利

用件数は、1987年の6977j件から年々増力Ⅱし、1990年の741万件をピークに
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して、1993年に小1幅の0.81％増えたのを除き、その利用が毎年減少し、

2004年には441万件にまで減少した。ところが、同時期の民事訴訟の利用

状況と対比してみれば、1987年の民事第一審既済事件数は120万件であっ

たが、その後2000年に前年度より281％下がったのを除き、その利用が毎

年増え続け、2003年にはピークの441万件まで増力Ⅱした(571。すなわち、人

民調停と訴訟利用件数の比例は、1987年にはおよそ６：ｌであったが、

2003～04年になるとｌ：ｌにまで変化した。さらに、両手続の利用率の合

計を100％とした場合に、人氏調停の利用は、1987年の8534％から2003年

の50.46％へと減少したのに対し、民事訴訟の利用は1987年の14.66％から

2003年の49.54％へと増加した。両手続が処理した紛争の総件数は、ずっ

と800万件台で推移しておりほぼ変わっていないことから、民事紛争処理

において人々の選択は人民調停より裁判へとシフトしているように見えた。

しかしながら、人氏調停衰退の状態は、実にこれらの統計よりもさらに

深刻であった。というのは、調停成功率の持続的低下が統計されていなかっ

たし、一部の司法行政的な調停も人民調停として統計されていたからであ

る'581。「調停好き神話の崩壊」'瓢１１と断言された人民調停が弱体化した原因

については、すでに数多くの分析iliO1がなされているので、本稿は以下の諸

点に総括しつつそれに内在する諸要因について検討を加える。

第１に、司法権の急速な拡張がもたらした民間型の紛争解決システムの

萎縮。1980年代後半から、「法治国家」という大政方針を推進する措置の

一つとして、「すぺての郷に法廷を設置しよう」というスローガンが唱え

られたほど、裁判所が大ll1Fiに増設された。人民法院もその社会的地位及び

役割を高めるために、積極的に訴訟の管轄範囲を拡大し、裁判の業績を追

求することに努めた。こうした国家法政策の裁判への偏重により、人民調

停のような従来の民間的な紛争解決手段が沈滞し、しばしば型肘を受ける

目に遭わされたＩＩｉＩ１ｏ

第２に、法律中心主義の過度な強調がもたらした訴訟崇拝と調停軽視の

風潮による影響。改革・開放政策の展開に伴い、特に法治近代化の目標が
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打ち出されて以来、国民の法的意識の向｣二が強調され、法治主義の理念が

次第に人々の心に深く浸み込むようになった反面、伝統的な「息訟」思想

は権利意識や法的意識が低いことの表れであり、訴訟の提起こそ権利を実

現する１１１'２－のjE当な手段と見なす傾向、訴訟率の高低を法治近代化の基準

とする「訴訟万能」の社会風潮も現われた。それと同時に、従来の民間型

紛争解決メカニズムのnｺi性が疑１M視きれ、人民調停が一jliiiiの「私的救済」

として法律に基づく紛争解決を避ける手段に過ぎず、当事者の権利及び社

会的利益の保障には不利であると思われ、その役割が低く評lilliされること

になった。紛争解決に関する規範の法典化あるいは標準化が追求され、司

法訴訟をもって伝統的な紛争処理に取って代わるという法律'|』心主義が、

一種の「法律啓蒙運動」として、マスメディアの宣伝や法知識の普及運動

を通して広く大衆に伝わり、社会の主流意識にもなったＮｉ２１．

このような思潮に影響されて、人々は、たとえ小さなトラブルでも、

｢非黒即日」の判決で決済する傾向が強くなり、「ｌ元銭訴訟」という極端

な事件まで現われた。1998年、１１１西省に住む原告は、被告である北京市に

ある書店で購入した書籍には落丁があったため、被告に対し書籍を交換す

るために文{Ｉ)したｌ元の交通費を賠償するよう求めた。被告は、書籍の交

換に同意したが、交通費の賠償を拒んだ。そのため、原告は、書店所在地

の区消費者協会に訴え(1)たが、被告は、消費稀協会による調停を拒否した。

被告の態度に納得できなかった原告は、111Ｗ省に戻った後も「討説法」

(正しい判断を求める）ために再び北京に戻り、交通費ｌ元、訴訟費及び

提訴のために支払った往復旅費900元の賠償を求めて人民法院に民事訴訟

を提起した。第一審裁判により原告は勝訴したが、被告は一審判決を不服

として上訴した。原告は、第二審裁判のために再び北京に赴き、800円余

りの往復旅費及び宿7Ｍiを使ったため、その出費を第二審の賠償請求額に

追加した。第二審人民法院も原告が勝訴する判決を下した。この事件につ

いて、多くのメディアは特別報道を行い、中央テレビ局も特集番組を放送

した。テレビ討論に参加した消費者権蔬保護、法学及び社会学分野の専門
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家の多くは、原告の行為を社会の発展と市民の権利意識の高揚を示した証

として高く評価した一方、訴訟コストの合理性から提訴しないほうが賢明

であろうと主張する者に対しては権利意識が薄弱であると批判したほか、

この類の事件に対する裁判の限界及び裁判外の紛争解決方法の可能性につ

いては殆んど言及しなかった!'鰯)。このような世論の唱導は、明らかに人民

調停制度の失効または解体をもたらした原因の一つであった。

第３に、社会構造的変化による社会秩序の「法化」が人民調停制度にも

たらした衝撃。経済の発展、社会の変革及び急速な都市化に伴う人口の移

動などによって、従来のような村または職場を中心とする共同体構造が次

第に解体し、新たな生活共同体を形成しつつある中で、個人と個人を結ぶ

村・職場という旧来の紐帯が希薄化し、「村人」または「職場人」から

｢コミュニティー人」'1M)に変身している人間関係も、以前の緊密かつ固定

的なものから過疎かつ流動的なものへと変化し、これまで共同体構成員が

共有してきた道徳、慣習、公約、規則等の社会規範に基づく紛争処理基準

が次第に機能しなくなった。「誠信」（誠実と信用）などの倫理規範の喪失、

共同体構成員の求心力や|〕律意識の低下、紛争解決に対する共同体内部の

調整能力の低下などによって、紛争当事者間の合意や和解の達成がますま

す難しくなり、訴訟の手段で紛争解決を求めようとする志向が日増しに強

くなった。「情、理、法」規範に基づく説得中心の人民調停が、こうした

｢社会的紐帯の変化」'術'に伴う複雑多様化した民間紛争の処理に対応しき

れなくなり、フォーマルな制度に依存せざるを得ない場合がますます増加

した。

調停よりも裁判という現状は、中国における法化社会の到来を意味して

いるのかを考察するにあたって、社会構造の変化または司法戦略の実現か

ら日本社会の「法化」を分析した法社会学者の指摘が参考になる。「法化」

とは、社会が法を必要とするようになる傾向、社会において法の機能が拡

大していく傾向である'66'・日本社会の「法化」は、1960年代後半以降の急

速な都市化・工業化という内発的要因によって決定的に進み始め、1980年
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代以降の国|際化の進展に伴い、国|祭的企業間紛争や通商摩擦などの外発的

要因によって加速された''１７１。この時期には、急速な都市化により、地域の

帰属団体がそのまま紛争処理の準拠集団となる条件が失われ、自分たちが

紛争過程に影響を及ぼす条件が希薄になる。生活様式とliIi値意識の急速な

変化と多様化、社会関係の多様化・流動化により、紛争を解決する基準と

なる規範が共有される余地が狭くなる。このような社会構造的変化により、

紛争処理のためには、国家の法的手続、実定法の規範及び法的知識と能力

が必要となる('i制)。このような客観的傾向、すなわち「社会構造に内在する

秩序装置が力を失って、当事者を直接に取り巻く人々からなる紛争準拠集

団の機能が低下し、国家の法システムの規範や手続や制裁力によらなけれ

ば、紛争の解決が困難となる傾向」が社会秩序の「法化」であるＩＩｉ９'･

右に述べた「法化」の概念に照らしてみれば、人民調停制度が利用され

なくなった一因は、社会秩序の「法化」現象が中国においても起きている

と言えよう。市場経済への急速な転換が進む'１１、社会構造の変化によって、

従来の紛争処理手続が弱体化し、国家が１１]意する裁判手続への依存度が高

くなった'7''１ため、法化社会への進展を促したと考えられる。この点は調停

の成功率において地域兼が存在することからも確認することができよう。

一般的な法l1IIとして、経済後進地域に属する農村や少数民族地区において

は、紛争の内容も調停の過程も比較的に簡単であり、当事者の間で和解が

成立し易いため、調停率が肢も高い。それに次ぐのは中小都市であるが、

経済発達地域に位置する大都市の調停率は最も低い(７１)。

第４に、人民調停立法の不備がもたらした利用の限界。人民調停制度の

法的根拠となる89年条例は、１７条しかない大綱的なものであるので、調停

手続に関する具体的な規定がなく、手続の規範化が欠けていた。また、調

停協議には執行力が付与されていないため、当事者に対し何らの拘束力も

持たない。しかも調停協議が翻意され、提訴された場合には、人民調停協

議書が証拠としてさえ認められなかった。それゆえ、当事者は、時間と精

力を無駄に費やすリスクを負うよりも、肢初から訴訟の利用を選択する方
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に考えが傾くようになった。このような人氏調停制度に内在している欠点

は、制度の権威'性、結果の確定性を損なったほか、人々の人民調停に対す

る一般的な信頼を失わせ、その利用率を低~卜させることになった。

第５に、人民調停員の法的資質の不足がもたらした利用の減少。８９条例

では、人民調停員が一定の法律知識と政策水準を有することが要求された

(４条）ものの、これまでの調停の現場には、一定の社会規範や倫理道徳

及び社会主義的イデオロギーなどに頼った説得・教育を中心とする教諭型

が多く、法律の理解は必ずしも必要とされていなかった。しかし、経済シ

ステムの転換によって新たな紛争類型が現れ、調停にも法律上の専門的知

識が必要ときれるようになったが、法的資質を欠いている人民調停員が複

雑多様化した紛争に対応できなくなったため、結果的に調停制度が以前よ

り利用されなくなった。

調停利用率の減少傾向とは対照的に、訴訟の利用率が増加する傾向を示

した。民事裁判手続の中には、既述のようにこれまで事件の大半は法院調

停によって決着を付けられていた。しかし、この時期における民事第一審

終局の処理結果の変化から見れば、法院調停による終結率は、1988年に

7173％のピークから2003年の29.94％まで一貫した減少傾向を示したのに

対し、判決による終結の割合は、1988年の1506％から2002年にピークの

43.46％へと連続して上昇した。そして、2001年には法院調停による既済

件数が127万件（36.74％）であったのに対し、判決による既済件数が142

万件（4100％）となり、法院調停と判決の件数と割合が遂に逆転した(721。

このような変化が起きた原因としては、まず、法院調停に対する司法政

策の転換、すなわち「調停を主とする」方針から、「調停を重視する」原

則を経て、「自由意志と合法調停」に変化したことが挙げられる。８２年民

訴法（試行）が1991年に改正され、現行民事訴訟法では、旧法にあった調

停重視の文言が改められ、「自由意志に基づく調停」が基本原則とされて

いる（９条)。これは、調停を行うにあたって当事者双方の同意が必要で

あり、調停が何れかの当事者に拒否された場合に、人民法院はそれ以上強
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制してはならない姿勢を示すものであった。ちなみに、実体法の整備が進

展したことによって、これまで依拠できる法律がないから判決を出せない

がゆえに法院調停で処理するしかない状況が改善された(")。

次いで、「馬錫五の裁判方式」を原型とした法院調停は、改革開放前に

おいて、党の政策等の政治的な意図に基づいた説得、教育が行われ、当事

者の納得により紛争が解決されることが要請された反面、法廷審理の機能

が軽視されてきた。しかし、市場経済への転換が急進に進み、グローバリ

ゼーションの流れに組み込まれた中国において、司法改革の一環として行

われた裁判制度の改革により、民事裁判の領域においても、国家の介入の

必要性を強調した調停の偏重や裁判官による説得行為を教育の過程である

と無条件に肯定することはできなくなり、常に調停と一体であった裁判方

式は否定され'７１１、調停率を裁判官の業績を考査する主要基準とするやり方

も否定きれるようになった。民事裁判方式の改革により、近代的な民事裁

判方式への転換、裁判機能の強化と判決の質の向上、デュープロセス理念

の確立などが求められ、これは、確かに強制的な調停を誘発する動機の減

少には積極的な意義があった反面、－－部の裁判官の調停に対する態度を変

え、特にこれまで多くの退役軍人出身の「経験派」裁判官と異なり、そも

そも調停の手法に余り興味を持たず、法律に基づく判決を下すことを好む

法学専攻卒業のいわば「学院派」裁判官が、調停を「冷遇」する傾向（人

民法院での勤務年限が短い若手「学院派」裁判官ほどこの傾向が顕著であ

る）を助長する結果にもなった'７５'。

さらに、法院調停に対する法学界の否定論の影響も無視できない。１９９０

年代以降、法院調停が法治社会の目標に合致せず、裁判官の専門化の実現

には不利な制度として、絶え間なく法学界からの批判を受けていた。そし

て、手続上または制度上の改革を通じて、訴訟上の和解で法院調停を代替

する「和解代替論」や、調停と裁判を完全に分立させる「調審分立論」な

ど、様々な改革案も提示された。これらの主張は、裁判官の調停行為及び

人民法院内部の司法政策にも一定の影響を与えたように思われる１７６１。
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社会転換期の１１１国における多元的紛争解決システムの構築とＡＤＲの可能性（１）

また、市場経済への転換により、紛争処理の目的は、社会治安の維持だ

けでなく、新たな経済秩序の形成と保護に移り、ルールの普遍性、明確性

を保持し、取引に参加する者に予測可能性を与えることになる。手続の基

本は、当事者双方の権利義務関係を明確にし、判決を得ることに置かなけ

ればならない。そして、予測可能性ある裁判を実現するためには、第一に

調停を偏重するやり方の是正が求められるようになった１７７１。

このほか、司法及び訴訟に対する社会の過大な期待や、訴訟内調停に対

する弁護士の反対姿勢も当事者の調停による紛争解決の意欲を制約したよ

うに思われる。様々な紛争や訴訟に関する報道の中では、法律という「武

器」を持って法廷で「戦う」ことが最も時代的な特徴を表した用語として

頻繁に使われ、人々は訴訟を一つの「戦闘」と見なし、相手方を「敵」と

見なすことに慣れた。特に公衆に注目された民事事件については、もし調

停や和解で終結した場合、一般に社会の世論から消極的な反応が示され、

利益のために不当な妥協を行ったかまたは権利を放棄したなどと評価され

ることが多い。このような思潮は、大衆の紛争解決に対する行動パターン、

とりわけ訴訟当事者の調停による紛争解決の意欲に対し実に深い影響を与

えた。他方、訴訟または調停を代理する費用の相違や職業の`性格などから、

訴訟内調停において消極的な役割を果たすことが多い弁護士の態度と行為

も相まって、弁護士の役割を過信しがちな当事者の態度をしばしば左右し

てしまう。弁護士が代理する事件でさえあれば調停が難しいというのは、

およそ大多数の裁判官に共通した感想であるというような調査結果(781もあっ

た。

なお、訴訟の利用率が上昇した深層原因の一つとして、司法機関の規模

の急速な拡大によって不足した運営コストの一部を訴訟費用の形で賄おう

とする発想や事件処理指標の圧力から、人民法院が自ら積極的に民事・経

済訴訟を引き受けて金儲けをするという「攪訟行為」が事実上奨励された

ことにより、訴訟手続の利用が増大したという見せかけの結果をもたらし

た点も挙げられる'７，'･事件の新受・既済件数及び訴額は、人民法院の業績
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論 説

を評価するためのjiL準となり、訴訟処理率が業績または財政収入の指標と

して立法機関である人民代表大会または政府から人民法院に課せられた地

方すらあった。このような訴訟費用に頼って経済利益を獲得する問題は、

各級の地方人民法院に存在し、高額の絲済事件を自分の管轄範囲に入れさ

せるために、上級人民法院が、絶えず訴額を引き上げることによって下級

人民法院との間に経済利益の争奪または分割が繰り広げられた。一時期に

は人民法院がすでに裁判から経済利益を獲得するための一種の「市場化サー

ビス機構」にまで転落したとも批判された'SII'。そのためか、1990年代の司

法領域の改革においては、ＡＤＲについての繋備を行わなかったどころか、

逆に調停制度を弱体化する動きが強く見られた。

以｣このように、1980年代末までの調停制度は、改茄・開放期における

｢都小平時代の調停」とⅡ平ばれ、「１１国独rlの「東方経験｣'剛｜として諸外匡1に

紹介されていたが、ちょうど紛争解決の代替的方法を模索していた欧米社

会から称賛を博し、「特にアメリカでは、代替的紛争解決（ADR）に対す

る一般の関心に力Ⅱえて中国的な方法への興味が高まっている。アメリカ連

邦最高裁の元長官WarrenBurger氏でさえ''１国の調停制度を褒め称え｣i鮒2'、

｢西側諸国が調停をiilir用して訴訟の減少を図る中国のやり方に学べること

を提唱した」is3ioちなみに、この時期に１１１国を訪問した国際司法界の人々

はほとんど、人民調停委員会という組織の果たす役割を高く評価していた

という'職Ⅲ。ところが、「皮肉にも、恰もilLi側は代替的な紛争解決方法を探

し、コミュニティー而I法のllliIifIを歓呼しているときに、中国はむしろ大衆

司法の制度化と公共参加の正式化を通じて西側の法秩序の道筋に従おうと

している｣、「コミュニティーiij法は中国でもはやその特権的地位を失い、

効果的な社会統制を進めるための能力も十分に備えていない」㈱5'、「中国

の裁判外紛争解決メカニズムは絶え間なく萎縮しつつあるときに、西側諸

国はなんと裁判外紛争解決メカニズムをますます重視し、紛争解決の手段

と方法の多様化を強化するようになり、いわば「ポスト訴訟時代』に入り

始めた」Ｍ'といった''１外学者が指摘したように、裁判と調停の併存が重視
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－２５－

社会転換期の中国における多元的紛争解決システムの榊築とＡＤＲの可能性（１）

されたようになった1990年代の中国調停制度は、まさしく欧米と日本にお

けるADR制度化の動きにまるで相反するような展開を見せていた。

４．調停制度の再生期（2000年代初～）

２１世紀に入った中国社会では、３０年近くの「改革・開放」の進展に伴う

経済の発展とは裏腹に、社会構造の変動や利益枠組みの調整及び経済格差

の拡大によって新たな社会矛盾や衝突が多発し、民間紛争も起因が複雑、

主体が多種多様、規模が大きく、調停の難度が高く激化し易いといった特

徴(871を呈し、社会の安定と経済の持続可能な発展に影響するだけではなく、

｢調和のとれた社会」の建設をめざす共産党の執政地位まで脅かしている。

ところが、前述したように、1990年代以降、一方では調停の衰退と訴訟

の好況が対照をなしているが、他方では紛争解決の需要と司法供給の不足

との矛盾も日増しに顕在化してきた。そして、裁判による解決への過度な

期待及び紛争解決方法の単一化は、司法規模の拡張と司法能率の向上への

追求を導いた結果、裁判所と裁判官の数が大幅に増加した反面、裁判の質

の低下、裁判官の専門能力の不足、裁判手続の簡略化が生じ、上訴率、原

判決への棄却率または差し戻し率、再審率及び誤判率も大'偏に上昇したこ

とにより、司法権威及び裁判能力の弱体化がもたらされた。人民法院に対

する民衆の理解や信頼が次第に低下し、不満や懐疑が日増しに増大したあ

げ〈、「一部の人民法院がもはや紛争の解決機関から紛争の最も集中する

場所へ変質する危険に晒されている」(881とまで言われた。このような現象

について、当時の最高人民法院副院長である壬懐安氏は、2000年に「現在、

各地で判決事件、上訴事件、再審事件、強制執行事件が増加する現象が現

われた。その原因は、判決のみを重視し、調停を軽視することにある。表

面から見て事件が人民法院で解決されたとしても、実質には当事者間の紛

争が徹底的に解決されていない。したがって、調停の重要性を再び強調す

ぺきである」(891と呼びかけた。

また、デュープロセスを理念の一つとした司法手続の改革によって複雑
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論 説

化した民事訴訟手続が、紛争解決コストと訴訟リスクの増大を生じさせ、

事実上一般民衆のキャパシティを超えているほか、司法資源の利用格差と

いう新たな社会的不平等を生じさせた。さらには、司法手続に対する過剰

な依存は、伝統的な紛争解決手続や社会調整規範との均衡を失わせ、従来

の社会秩序を失調させた結果、人間関係や社会関係の緊張を高め、紛争の

多発性、複雑』性、対抗`性及び難解`性をさらに強めた。特に法治の名義の下

で起きた「ｌ元銭訴訟」のような過剰訴訟や、経済及び社会の転換期に特

有な対立や紛争の多発に惹き起こされた過多な訴訟よって、「訴訟爆発」

の到来を予告するような徴候もすでに一部の経済発達地区で現われ始めた。

例えば、外資系の製造業が集中している広東省東莞市の末端人民法院では、

労働争議が50％以上を占める民事事件を年間1,000件も処理しなければな

らない裁判官さえあった'901．限りある司法資源が急増した訴訟過剰の状況

には次第に対応しきれなくなり、最高人民法院も「事件が多く人手が少な

い矛盾」が顕著で、すでに人民法院の直面する新たな試練になっていると

認めたＭ１。紛争処理において必ずしも最良の方法とは限らない訴訟手続の

ほかに、人民調停に「第一防御線」としての機能を発揮させ、大量の紛争

をある程度人氏調停で振り落とすことは、人民法院にとって切実な要望と

なっている。

このような現状に対する中国政府の危機感が、最高人民法院と司法部が

調停制度の改革に関する最初のガイドラインとして共同公布した「2002年

意見」（後述）からも窺えるが、この危機感が調停制度を復興させる転機

ともなった。すなわち、「社会主義市場経済体制の確立と発展、及び各種

利益関係の調整に伴い、新たな対立と紛争が現れ、紛争の主体や内容も益々

多様化、複雑化している。数多くの紛争が適時に『疏導化解』しなければ、

集団的事件まで発展する可能性があるどころか、刑事犯罪に激化する場合

もある。これにより党と政府の中心活動を著しく妨害することになり、社

会の安定と経済の持続的発展に影響を及ぼすことになる｣。そして、「調停

組織の積極性と長所を十分に生かすことは、新しい時期における対立と紛
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社会転換期の'二'''五|における多兀的紛争解決システムの構築とＡＤＲのTTI能性（１）

争を即時有効に処理し、社会紛争調停メカニズムを確立し、国の恒久的な

安定の維持及び党の政権党としての地位を強固なものとするうえで重要な

意義がある」と、調停制度を再び機能させることが危機回避に寄与する対

策の一つとして位置づけられた。

また、一時的には積極的な拡張志向にあった司法権にも政策の転換が見

られた。最高人民法院副院長であった劉家深氏は、2002年７月に開かれた

全国法院思想宣伝会議において、「月下、社会には訴訟という手段を濫用

する傾向がある。小さなことについても一歩も譲らず、訴訟手続に入るこ

とを好む。その結果、事の成り行きが思惑に逆行することが多く、訴訟が

終わっても仇同士になってしまい、より多くの潜在的な社会矛盾を増やし

ただけではなく、訴訟コストも増え、大量の司法資源を浪費した｡」と指

摘したうえ、近年、人民法院が経済利益に駆動され、訴訟の手段をもって

すべての社会問題や紛争摩擦を一手に引き受けて解決しようとする傾向、

一部の地方行政部門が、自分が負うべき責任を回避するために、自ら解決

すべき大量の紛争を人民法院に転嫁しようとする現象を批判しつつ、これ

は裁判の質の低下や裁判所の過重な負担を招き、事実上すべての社会紛争

を解決できない司法機関の椛威性を損なう結果をもたらした。したがって、

司法改革を通じて時代の発展に後れた司法観念を改め、新しい近代的な司

法観念を創生し、それを実践しながら幣備していくことが必要であると強

調した('2)。

これと同時に、司法実務においても訴権の濫用を抑1上する動きも現れた。

例えば、湖南省住民の余氏は、2002年３月に広州行の列車乗車券を購入し

たが、その価格が国の定価より0.5元も高いとして、「広鉄客運公司」を被

告に、余分に払わせられた０５元の返金、湖南省と広東省の主要メディア

における謝罪広告の掲載、精神損害費２万元の賠償を求めて、専門人民法

院の長沙鉄道人民法院に民事訴訟を提起した。しかし、当該人民法院は、

その後調べたところ、「広鉄客運公司」が、すでに数回も職員を派遣して

余氏に謝ったと同時に、多めに徴収した切符代も返却したことが分かった
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論 説

ため、当該訴訟が訴権を濫用したものとして立件しない決定を下した(931。

この事件が濫訴に当たるか否かについては当否両論(，''があったものの、原

告側の勝訴で終結した1990年代の「ｌ元銭訴訟」と対照的に、却下される

結果になったことは大きな変化であろう。

中国の調停制度が衰退の一途を辿りつつあった中で、諸外国のADR制

度が正に一種の新しい司法観念として中国に紹介され始め、後にADRブー

ムも巻き起こされた。これは「我々にうっかりして捨て去られたものであ

る」'951調停の価値を再発見するきっかけとなり、再び人々の「民間法」や

｢慣習法」への「自然的偏好」及び伝統的な紛争解決方式への回帰という

｢価値崇拝」を強め'9剛、「『東方経験」と称賛された中国の伝統秩序文化に

おける宝物である調停制度」('71を再構築して活`性化させる新たな追い風と

なった。最高人民法院と司法部は、2002年より一連の司法解釈や行政規則

などを発布し、調停制度の再利用を図るための改革及び政策調整が行われ

た。このうち、人民調停制度の改革に関するものとしては、最高人民法院

が2002年９月５日に公布した「人民調停協議に関連する民事事件の審理に

関する若干規定」（以下、０２年司法解釈と略する)、共産党中央委員会・国

務院が同年９月24日に転送した「新時期の人民調停活動をさらに強化する

ことに関する最高人民法院と司法部の意見」（以下、０２年意見と略する)、

司法部が同年９月26日に公布した「人民調停活動に関する若干規定」（以

下、０２年規定と略する)、最高人民法院と司法部が2004年２月13日に共同

発布した「人民調停活動をさらに強化し、社会の安定を確実に擁護するこ

とに関する意見」（以下、０４年意見と略する）、最高人民法院と司法部が

2007年８月23日に共同発布した「新情勢下の人民調停活動をさらに強化す

ることに関する意見」（以下、０７年意見と略する）がある。また、法院調

停制度の改革については、最高人民法院が2004年８月18日に公布した「人

民法院の民事調停活動における若干問題に関する規定」（以下、０４年司法

解釈と略する）と、2007年３月１日に公布した「調和のとれた社会主義社

会の構築における訴訟調停の積極的役割をさらに発揮することに関する若
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社会転換期の｢Ｉ'国における多元的紛争解決システムの構築とＡＤＲの可能性（１）

千意見」（以下、０７年司法解釈と略する）がある。

しかし、2002年から開始された人民調停制度の改革は、人民調停利用の

減少傾向に歯止めがかかる「即効薬」ではなかった。人民調停利用件数か

ら見れば、2001年の486万件と比べて、2002年では464万件、2003年では

449万件、2004年では441万件と減り続け(981、減少|幅は少しずつ縮小したも

のの、改革に期待された成果を得られたとは到底いえない。これを受けて、

2004年２月、最高人民法院と司法部が人民調停活動座談会を主催し、人民

調停の重要`性を強調するとともに、その利用を呼びかけた。それと同時に、

各地方人民法院及び地方政府も、多元的な紛争解決システムを整備するこ

とによって、より円滑に社会紛争を解決するための試みに取り掛かった。

2004年１０月、多元的紛争解決システムの確立をテーマとする全国初めての

シンポジウムが成都市中級人民法院に開催され、2005年、度門市人大常務

委員会は、全国初の地方的法規としての「多元的紛争解決システムの整備

に関する決定)」を制定したＩ９９ｌｏ

こうした改革の気運が高まる中、調停制度の再生にとって何よりも重要

な転機となったのは、中国共産党及び中国政府による「調和のとれた社会」

の構築という国家的目標の提起である。急速な経済成長の過程で生じた社

会的矛盾を解決し社会の安定を図るために、「調和のとれた社会」の構築

が2004年の中国共産党第16期４中全会の決議で打ち出され、2006年の第１６

期６中全会で正式の「決定」として採択されたが、その中では、「共産党

と政府の主導下での民衆の権利利益を擁護するメカニズムを確立し、人民

調停、行政調停及び司法調停の有機的な連携を実現し、より多く調停を使

用し、法律、政策、経済、行政等の手段と教育、協議、意思疎通などの方

法を総合的に運用して紛争を萌芽状態から取り除く」ことが提唱された。

これを受けて、「調和のとれた司法」の構築も急務な課題となり、特に紛

争の裁判による解決と裁判外の調停による解決との連携強化、人民調停と

司法裁判との良性的な相互作用を図る多元的紛争解決システムの整備が、

｢調和のとれた司法」の重要な内容として強調されるようになった。人民
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論 説

調停の役割も１１１Fび重視され、2002｣'三、2004年、2007年に開かれた人民調停

活動に関する全国会議では、人民調停制度が度重ねて評{illiされその利用が

呼びかけられた。最高人民法院院長であった向揚氏は、2004年の全国人氏

調停活動座談会において、新しい時代における紛争解決の方法と手段を絶

えず改革し、人氏調停と行政調停及び司法調停の協調的発展をめざし、総

合的長所と踵期的効果のある紛争解決システムの形成を訴えかけた。さら

に、氏は2007年の全国人民調停活動会議において、新しい時代における

｢調和のとれた司法」を構築するためには、人民調停を基盤とし、行政調

停を補足とし、法院調停を主導とし、司法裁判を保障とする多元的紛争解

決システムの整備が不ｉ１Ｊ欠なことであり、社会の調和と安定を一層促進す

るためには、人民調停と行政調停及び司法調停の連携・協力の実現に努め

なければならないと強調したうえ、簡単な民珈事件に対する調停前置制度

と委託調停制度の試行、末端人民法院における「人民調停窓口」の設立、

訴訟手続における代替的紛争解決方法の導入、裁判官に対し司法実務にお

ける裁判手続と裁判外手続との協調的運１１｣の実現に努めるよう指導し激励

することなどを具体的に提l1lLIしたＩＩｍＩ))。

一方、法院調停も人民調停と結びつけた訴訟方式と訴訟手続を簡略化し

た形式、及び裁判の質を改善する方法の一つとして再び重視されるように

なった。最高人民法院院長であった肖揚氏は、2006年９月、「社会主義的

な調和社会の構築における司法調停の積極的な役割を十分に発揮する」と

題する文章を発表し、その中で司法調停とその他の調停方式と連携した多

元的紛争解決システムの確立を呼びかけたうえ、次のように述べた。すな

わち「司法調停は、我が同の民事訴訟法に規定された重要な訴訟制度であ

り、各級人民法院が法による裁判権を行使する重要な方式である。司法調

停は、道理と法律を結び付けて説得する方法を通じて当事者に調停の結果

を受け入れさせるので、ＩとＩら履行する程度が高く、社会矛盾を解消し、紛

争を解決し、調和のとれた社会の構築に対しては、他の方式で代替できな

い役割を果たせる。長い司法実務に根ざしたこの紛争解決手続は、我が国
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社会転換期の｢'二１国における多元的紛争解決システムの構築とＡＤＲの可能性（１）

の文化背景にも合致し、かつ、多くの長所があることから国際司法界で

｢東方経験ｊと称された。我が国の文化伝統には、調停は単なる紛争解決

の方式であるのみならず、－．種の社会秩序の配置として自然秩序との調和

を求める理想を反映したものでもある。現在及び今後にも、司法調停を含

む各種の調停は、我が国の民衆の思想観念及び文化伝統に適合しているだ

けでなく、社会主義的な調和社会を構築するという実際的需要にも適応し

ている｣。さらに、氏は「多元的紛争解決システムの発展を促進すること

は、我が国の文化伝統に相応し、市場経済の主体多様化にも適応した必然

的な選択であり、国際化の趨勢でもある」と強調した('0'１。

また、「07年司法解釈」でも、法院調停の強化について「調和のとれた

社会」の構築という新たな情勢及び新たな任務の要求により良く適応し、

矛盾を解消し、紛争を解決し、経済の発展を保障し、社会の調和を促進す

る役割を十分に発揮するために、人民法院は、訴訟内調停という社会矛盾

を正しく処理するための重要な方法及び「調和のとれた社会」建設の有効

な手段を高く重視し、十分に運用し、調和要素を最大限に増加させ、不調

和要素を最大限に減少させ、「調和のとれた社会」を促進及び発展させる

という重大な歴史的使命及び政治的責任を担わなければならないと明記さ

れた。

このように、「調停がもはや単なる紛争解決の方法だけでなく、一種の

政治キャンペン」または「政治的需要を満たすための政治的行為ともなっ

ている｣。「調停を復興させることは、調和のとれた社会の構築という政治

的要請を遂行する一環であると理解され、調停が紛争解決方法として社会

の調和を実現させるための具体的な手段と見なされ('''2'、かつ、「大調停キャ

ンペンの一部として、再び社会を制御し整合する重要な機能を背負うこと

になった｣('0:〃。調停が正に政治と社会情勢の変化によって蘇られてきたと

同時に政治的使命も負わせられている。これは社会主義中国ならではの特

徴とも言えよう。

こうした情勢の下で、裁判よりも調停で紛争の決着をつけようとする方

KumamotoLawRcview，ｖｏｌ１１７，２００９２５２



－３２－

垂輌

説

1句転換が行われ、調停制度は今や再生期に入っているように見えた。およ

そ2005年より、人民調停の利用回復の兆しが現れ、９０年代から減少し続け

た人民調停の利用件数は増加に転じ、2004年の約441万件から2005年の約

449万件、2006年の約463万件、2007年の480万件となっている。また、人

民調停と民事訴訟の利用変化から見ても、低下し続けた人民調停と上昇し

続けた民事訴訟の利用率は、2004年より僅かながら逆転し始め、2004年か

ら2006年までの３年間に、人民調停の利用率は前年度よりそれぞれ02％、

0.6％、0.7％増加したのに対し、民事訴訟の利用率は前年度よりそれぞれ

0.1％、0.4％、0.6％低下した。ところが、2007年の人民調停と民事訴訟の

利用率には再び増減の逆転が見られ、人民調停の利用率は前年度より１％

減少したのに対し、民事訴訟の利用率は前年度より１％増加した。ただし、

2002年以降の人民調停と民事訴訟の利用変化を概して見れば、おおむね人

民調停が50％～51％、民事訴訟が48％～49％の間に推移しており、人民調

停はかろうじて優位を維持していると言えよう。ちなみに、全国の人民調

停機構が2004年から2007年までの４年間に調停した1,833万件余りの民間

紛争のうち、調停成功率は平均95％以上にも達したmoI)。

他方では、１６年間減少し続けた法院調停による事件終局率も2004年より

再び増加に転じ、判決による事件既済率は2003年より減少に転じている。

ただし、民事訴訟においても再び裁判から調停へという変化が起きている

とはいえ、調停成立率は、2003年の30％から2004年の31％、2005年の32％、

2006年の32.5％、2007年の33.4％('051へと緩やかに_上昇したことから、今般

の法院調停率の増長は、急速で大幅なものではなく緩慢で小幅なものであ

ることが読み取れる。この現象がむしろ調停終局率を再び裁判官の業務能

力の評定基準としたなどの調停重視の努力に効果が現れ始めたほか、調停

か判決かの選択について、当事者が裁判官の意思に左右されずに自己決定

ができるようになっていることを示す重要な意義がある動向として積極的

に評価されているIIoli1oただし、2007年には法院調停により終結した事件

が約157万件（33.43％）であったのに対し、判決により終結した事件が１８０
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社会転換期の中岡における多元的紛争解決システムの柵築とＡＤＲの可能性（１）

万件（3854％）もあった('''7)ことから見れば、訴訟既済事件の件数と割合

が依然として法院調停を上回っていることには変わりがない。

以上考察してきたように、現代中国の調停制度は、古くからの調停伝統

に社会主義的な要素を融合した「統合体｣('0剛として、アメリカのメデイエー

ション及び日本の調停と異質な歴史や社会及び文化の背景を持った独自の

発展を遂げてきた。調停は中国の紛争処理システムにおける最も重要な手

法として他の紛争解決手続にも浸透し、紛争の至る所に必ず調停があると

言っても過言ではないという指摘のように、中国はまるで「調停偏在の社

会」のように、どの紛争処理制度の中にも調停の姿が見えてくる',0,1。し

かし、人民調停、法院調停、行政調停及び仲裁調停などによって構成され

た中国の調停制度は、いずれも国家の指導と関与から脱却するものではな

く、国家の全面的なコントロールの下で機能する体系であるため、民間調

停を多彩に展開してきたアメリカ調停の民間性、司法調停で実績を挙げた

日本調停の司法`性に対し、人民調停を主体とする中国調停における最も顕

著な特徴はその行政』性にあると考えられる'''0)。

もし「訴訟大国」のアメリカで調停が利用される原因が「訴訟爆発」と

いう危機の下での「受動的な選択｣u1l)にあると言えるなら、２０世紀80年代

までの中国において、殆ど紛争解決の唯一の方式とも言える調停の盛況は、

むしろ法制度の未整備や裁判の機能不全及び国民の法的意識の欠乏などに

よる結果または象徴として、アメリカに相反した一種の「能動的な選択」

であると言えるかもしれない。また、中国の調停制度は、民間紛争の解決

や未発達な司法制度及び訴訟手続の補完といった機能を果たしながらも、

大衆の動員やイデオロギー的教化及び党政策の宣伝などの政治的な色彩が

濃いものであった'''２１。そして、ADR運動がアメリカで勢い良〈発展して

いた1990年代には、中国はまぎれもなく法治社会の目標をめざして始動し

たとともに、調停制度の衰微も見せ始めた時期にあった。２１世紀における

調停制度の復興は、過去への単純な回帰ではなく、むしろ世界的なＡＤＲ

ブームに乗りながら、司法改革の一環である多元的紛争解決システムを構
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老伽

説

築するための試みとしてそのiW生が図られている。すなわち、調停制度の

改革は、ＡＤＲ潮流の中で、人氏調停と法院調停を民間型ＡＤＲ及び司法型

ADRへ変身させようとする意識の下に行われたものと言えよう。

調停制度の改革に関する最初のガイドラインである「2002年意見」では、

｢新時期の人民調停活動を強化するために、国内のここ数-'一年の成功した

経験をまとめたほか、識外国の有意義の総験を学び、新たな調停メカニズ

ムを打ち立て、新しい状Ｉｉ兄を研究し、際立っている問題を解決しなければ

ならない」と、諸外国のADRililI度を意味する諸外国の経験も参考すべき

であると指>水した点は、大きな意識変化として注目に値すると指摘された

ように'１:い、近年行われてきた一連の調停制度改革の目的は、調停の利用

を増加させ、従来の使命を取り戻すだけでなく、それを実現するために、

調停制度にADR理論という新たな命を炊き込もうとしていることにあ

る(IMI。「人治」社会から「法治」社会への転換期にある中国では、「人治」

社会の伝統的な紛争解決方法である調停が、中国的な特色をもつＡＤＲと

して新しく/こまれ変わろうとしている。そして、欧米及び}1本における

ADR理論と実践の経験は、調停の多様化、’三K|際化を|]指している中国に

とって多くの示唆を与えられるものと思われる。

Ⅲ調停制度の改革に関わる法的整備

上述したように、最高人民法院と司法部は、政治と社会情勢の変化に応

じて、数年ごとに「意兄」や「規定」の形で人氏調停及び司法調停の改革

行動指針を提示してきた。このうち、最高人民法院が司法調停について発

布したものは司法解釈であり、司法部が人氏調停について発布したものは

行政規則になるが、最高人民法院と司法部が共同作成したものは、司法解

釈及び行政規則の性格を持ち合わせるものと解される。また、「2002年意
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社会転換ｊ１ｌ１の'''１１(|における多〕C的紛争解決システムの榊築とＡＩ)Ｒの可能性（１）

見」が共産党中央委員会・Ｉ玉1務院によって転送された点では、党、法院、

司法行政の共同政策文書の性格を持つものとみることもできる。最高人民

法院と司法部による共同文書は、主に人民調停制度に関する包括的な改革

意見ないし指示を示すものであるが、司法部による行政規!f111は、そのガイ

ドラインを具体化するものとして、人民調停に関する89年条例（行政法規）

に対する細則の位置にある。鮫同人民法院による両]法解釈は、人民調停及

び司法調停をめぐる裁判手続'二の諸問題について規定するものである。以

下では、」二述した調停制度の改革に関わる一連の司法解釈と行政規則の主

な内容について分析を加える。

人民調停制度の改革に関する司法解釈と行政規則

１．人氏調停制度改革の必要性

「02年意見」は、「社会主義市場経済体制のｲＭｉ立と発展、及び各種利益

関係の調整に伴い、新たな対立と紛争が現れ、紛争の主体や内容もますま

す多様化、複雑化している。数多くの紛争が適時に「疏導化解」しなけれ

ば、集団的事件まで発展する叩能性があり、ひいては刑事犯罪に激化する

場合もある。これにより党と政府の中心活動を著しく妨害することになり、

社会の安定と経済の持続的発展に影響を及ぼすことになる｡」としたうえ、

｢調停組織の積極性と長所を十分に生かすことは、新たな時期における対

立と紛争を即時有効に処理し、社会紛争調停メカニズムを確立し、国の恒

久的な安定の維持及び党の政権党としての地位を強固なものとするうえで

重要な意義がある」とした。司法部の「2002年規定」も、「人民調停委員

会は、紛争の調停を行う際に、紛争が激化する兆候をよく注意し、調停活

動を通して紛争の激化を防止しなければならない」（32条）と定めた。

「04年意見」は、さらに「土地の請負、村民委員会の事務管理、土地の

収用と移転、企業の所有制改革・再編・破産等に起因する集団的紛争が絶

えず発生し、一部の地域では比衆個人または集n1的な直訴・陳情が増力Ⅱし、
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至耐

説

正常な社会秩序に影響を及ぼした｡」と、「改茄・開放の深化と利益の枠組

みの調整に伴う社会の対立と紛争に現れた新たな特徴」を具体的に指摘し

たうえ、「人氏調停は、中国的な特色を有する法制度として、有効な裁判

外紛争処理の手段であり、新たな時期における社会の安定を維持するため

の『第一の防御線』である」と人民調停の意義を強調した。

そして、「07年意見」は、「新たな`情勢の下での人民調停活動の強化は、

調和のとれた社会主義社会を構築し、対立と紛争を予防し解決し、社会の

調和と安定を促進するための有効な手段であり、社会紛争調停メカニズム

において基礎的な役割を果たせる」と述べ、具体的には「人民調停の紛争

解決機能、紛争予防機能、法制宣伝教育の機能をさらに発揮する」ことを

強調した。まず、人民調停の紛争解決機能については、「婚姻家庭、相隣

関係、損害賠償及び生産経営における普通の多発的紛争への調停を強化す

るほか、公民と法人及びその他の組織の間における紛争への調停、都市開

発、土地請負、環境保護、労働争議、医療過誤、土地の収用と移転といっ

た社会の関心を集める争点・難点の紛争への調停まで調停の領域を拡大し

なければならない｣。次いで、「新たな情勢の下での人民調停活動の重点は、

紛争予防機能の強化に置くべきである｣。具体的には、「紛争情報のネット

ワークを構築することにより、関連情報の収集、報告、分析制度を整備し、

民間紛争の情報を正確に把握し、対立と紛争を招く潜在的要因を発見し、

様々な紛争情報に対し迅速に反応し処理する。紛争を定期的に逐一検査す

ることにより、対立と紛争を萌芽状態のうちに撲滅することに努力し、簡

単な民間紛争を刑事事件または集団的紛争に転化することを予防する。紛

争情報のフィードバックシステムを作り上げることにより、適時に末端の

党組織と政府に社会情勢と民意を反映し、紛当ii解決の助けになる｣。さら

には、人民調停の法制宣伝・教育の機能を強化し、「個別な調停事例と法

制宣伝・教育の活動、人民調停と国の大政方針に対する宣伝を結びつけて

行い、民衆に対し党と政府の政策・措置を理解、支持し、積極的に改革と

発展の安定的な局面を擁護するよう教育しなければならない｣。
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２．人民調停機構の再建

「02年意見」では、既存の村民（住民）委員会または企業・事業体に設

置されてきた人民調停委員会について、その組織を強化し、活動の規範化

を図り、活力を高めることが強調された。さらに、人民調停組織のネット

ワークの拡大を目指し、郷鎮（街道）レベルにも人民調停委員会を新設す

ることを積極的に推し進めること、現有の郷鎮（街道）の司法調停センター

を逐次に人民調停制度の範蠕に編入すること、業界型、地域型の自律的な

人民調停委員会を積極的かつ穏当に発展させることが指示された。その後、

｢04年意見」と「07年意見」でも、人民調停の組織建設について、目下の

重点は、村民（住民）委員会人民調停委員会を強化し、空白点を解消する

とともに、その大衆`性と自治性を堅持することにある。また、郷鎮（街道）

人民調停委員会をさらに整備し、その難解、複雑な紛争を解決する機能、

及び村民（住民）委員会人民調停委員会の活動を指導する機能を生かさな

ければならないと強調された。

「02年規定」は、「02年意見」の指針を行政規則の形で法文化した。す

なわち、従来の村民（住民）委員会人民調停委員会の上に、郷鎮（街道）

人民調停委員会を設置することができる。また、従来の企業・事業体に人

民調停委員会を設置するほか、必要ならば地域または業界にも人民調停委

員会を設置することができる（１０条)。さらに、村民（住民）委員会また

は企業・事業体の人民調停委員会は、必要に応じて自然村、団地、作業場

などを単位として調停班を設け、調停員を任命することができる（12条)。

各人民調停組織間の連携については、関係する人民調停委員会による共同

調停の道が開けられている。すなわち、村民（住民）委員会または企業・

事業体の人民調停委員会が調停できない難解、複雑な民間紛争、複数の地

域ないし企業に跨っている民間紛争は、郷鎮（街道）の人民調停委員会が

受理し調停を行うか、もしくは関係する人民調停委員会が共同で調停を行

う（21条２項)。各人民調停委員会は、互いに協力して調停活動を共同で

成し遂げなければならない（27条２項)。
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３．人氏調停、の資質ｌｒＩ上

「02年意見」は、人氏調停員の質を確保する万策と資格等を提示し、

｢02年規定」は、行政規則の形でそれを法文化したが、「04年意見」及び

｢07年意見」は、さらに補足指示を行った。まず、「02年意見」は、人民調

停委員会の類型ごと、クラスごと、その活動範囲の特徴・要求に基づいて、

各種の人民調停貝が備えるべき法知識レベルと`挙歴をIHIWiiにするとしたが、

｢02年規定」は、人民調停員に就任する資格として、村民（住民）委員会

人民調停委員会などにおいて女性委員を含むべきとの内容を加えたほか

(１１条３項)、「人柄が公正で、大衆と連携し、人民調停活動に熱心で、か

つ一定の法律知識、政策水準及び教育レベルを備える」（４条）と定め、

｢89年条例」４条の規定とほぼ変化していない。しかし、新たに設置を定

めた郷鎮（街道）人民調停委員会の委員については、以下の者が担当する

と詳細に列挙された。すなわち、(工当該郷鎮（街道）管､鰭区内に設置され

た村民（住民）委只会、企業・事業体の人氏調停委員会の長、②当該郷鎮

(街道）の司法補佐員、③当該郷鎮（街道）管轄区内にITI}住し、法律を知

り、専門知識がある人災調停活動に熱心なボランティアである（13条)。

④高校卒業稗度以上の学歴を備えるべきであると定めた（14条２項)。ま

た、「02年意見」では、郷鎮（街道）の人氏調停委員会が、管轄区域にお

ける公正かつ品行ﾉﾉ正で、業務能力が強く、比衆の中で威信が高く、人民

調停に熱心な人民調停貝、退職裁判官・検察官、弁護士、法学者及び司法

補佐員などから構成できると、「04年意見」でも、ボランティアとしての

退職裁判官・検察官・警官、及び弁護士、公証貝、法律専門家などの調停

参加を積極的に取り入れ、法律、政策、及び民情を知り、かつ人民調停に

熱心な専任・兼任の調停員を結合させた人民調停組織を逐次に形成してい

くと、法律専門家による人氏調停活動への参力Ⅱを奨励した。このように法

律専門家を人民調停貝に加える狙いは、人民調停貝の全体的資質を向上さ

せるだけではなく、人氏調停組織における法的要素をより一層色濃く印象

づける効果をillっているとの見方もあるが、末端政府の司法行政職員であ

245KumamotoLawRcvicw，vol」１７，２００９



－３９－

社会転換期の''１|｣(|における多)C的紛争解決システムの柵築とＡＤＲの１１J能性（１）

る司法補佐貝の直接調停参加は、人氏調停に対する行政による指導監督を

強化するためであると考えられるⅢ､'。しかし、そもそも政府の職員であ

る司法補佐員が人氏調停貝を担当することになれば、「人比政府による人

民調停への指導」から「人氏政府による人氏調停への介入」に変質し、人

氏調停への行政干渉が合法化されるどころか、人氏調停委貝会が大衆的な

曰治組織としての機能を十分に発揮することができなくなり、８９年条例に

違反しているというような批判'''６１もあったためか、「04年意見」及び「０７

年意見」では、司法補佐貝の参加が明記されず、その代わりに警官、公証

員が加えられた点が興１床深い。

次に、「02年意見」は、人氏調停員の総合的資質を高めるためには、定

期的に教育．研修を行うとしたが、その具体的な方法としては、「04年意

見」において、定期的な研修セミナー、裁判の傍聴、人民陪審員を担当さ

せるなどの方式で、人民調停員に対し調停活動に必要な法知識と調停技能

及び調停協議書の作成に習熟させることを提示し、「07年意見」において、

教育．研修の重点は、人民調停班の長及び11』堅の人民調停貝に置き、その

政治的素質、業務能力及び調停技能を絶えず高めると指示された。

さらに、人民調停員の選Ｈ１方法について、「02年意見」は、人民調停組

織の構成員を最適化するために、郷鎮（街道）の人民調停委員会が、民主

的な選挙と任命制を結合させる方法を提示したが、「02年規定」は、この

制度を次のように具体化した。すなわち、人氏調停貝は、村民（住民）委

員会の構成員、または企業・事業体の関係責任者がそれを兼任するほか、

一般には当該村民（住民）Ⅸ域または企業・事業体の大衆的選挙によって

選ばれ、もしくは村民（住民）委員会または企業・事業体によって任命さ

れる。郷鎮（街道）人氏調停委員会の委員が郷鎮（街道）司法所（課)(''７１

によって任命され、地域ないし業界に設置された人氏調停委員会の委員が

当委員会を設置した組織によって任命される（15条)。人氏調停員の任期

は３年であり、３年ごとに１１面1改選されるかまたは1'1:任されるが、連続し

て再選され連続して任命されることは、妨げるものではない（16条)。調
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停委員を任命する権限が司法所（課）に与えられたことは、人民調停に対

する行政による指導監督を強化する一環でもあると考えられる。

４．人民調停手続の規範化

「02年意見」は、人民調停手続の公正`性を強め、人民調停委員会の業務

水準と社会的な信頼感を高めるため、人民調停委員会の活動方式、手続、

規律などをルール化するという改革方向を示したが、具体的な方法につい

ては調停の公開原則を強調した点以外に、「89年条例」第６条に定められ

た人民調停制度の三つの原則、すなわち合法原則、自由意志による参加、

調停前置を採らないなどを改めて挙げるにとどまった。「07年意見」では、

人民調停の`性格と特徴に立脚して人民調停活動の範囲、手続などを規範化

すること、人民調停委員会の持ち場責任制、重大な紛争に関する討論制、

答訪制などを整備し、人民調停活動の管理を規範化すること、人民調停員

の行動規範を制定し、人民調停活動の規律を厳格にすることが提示された。

「89年条例」は、調停手続について殆ど規定を設けていないのに対し、

｢02年規定」は明確かつ厳密な規定を置き、「02年意見」に指示された人民

調停制度の規範化を|到っている。例えば、調停の受理範囲について、人民

調停委員会は、公民と公民との間、公民と法人及びその他の社会組織との

間に生じた民事上の権利及び義務をめぐる争議に関わる各種の民間紛争に

ついて調停を行う（20条)。ただし、以下の紛争についての調停を受理し

てはならない。①法律、法規の規定により、専門機関の管轄で処理される

べき紛争、または法律、法規の規定により、民間調停の方式で解決するこ

とが禁止された紛争、②人民法院、公安警察機関またはその他の行政機関

によってすでに受理されまたは解決された紛争である（22条)。また、当

事者は、書面または口頭で紛争の調停を申請することができるが、紛争を

受理した際には、登録しなければならない（23条２項、３項)。

調停の開始については、「89年条例」と同じく当事者の申請、または当

事者が申請しないときも、人民調停委員会の判断で自主的に調停を開始し
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うると定めたものの、当事者が異議を申立てた場合は、この限りではない

との内容を付き加えた（23条１項)。この改正は、当事者の自由意志に基

づいて調停を行うという原則を貫くためであると思われる。調停を開始す

る前に、口頭または書面の形式で人民調停の`性質、原則、効力、及び調停

活動における当事者の権利と義務を当事者に告知しなければならない（３０

条)。調停に際しての当事者の権利としては、①自分の意思によって調停

を受け入れるか否かまたは中止するかを決定する、②関係調停員の忌避を

求めることができる、③抑圧・強制を受けず、自分の真実な意思を表現し、

合理的な要求を提出することができる、④自由意志によって調停協議を達

成する（6条)。義務としては、①紛争の真実を如実に陳述し、偽りの証明

材料を提供してはならない、②調停の規則を遵守しなければならない、③

紛争・対立を激化させてはならない、④人民調停協議を積極的に履行しな

ければならない（７条）と定めた。

人民調停員が調停を行う際に遵守すぺき規律としては、「89年条例」１２

条に定められた人民調停員の規律、すなわち、私利を惑わされて不正を働

いてはならないこと、当事者に対して抑圧・打撃報復を加えてはならない

こと、当事者を侮辱・処罰してはならないこと、当事者のプライバシーを

漏らしてはならないこと、招待を受け贈り物を受け取ってはならないこと

が改めて挙げられたうえ、人民調停員は、職務を履行するにあたって、原

則を堅持し、本職にまじめに励み、親切なサービスを提供し、誠実で約束

を守り、廉潔で自律、学習を重んじ、法律、道徳の素養及び調停の技能を

高めるべきこと、また、人民調停員委員会は、持ち場責任制、例会、学習、

考査評議、業務登録、統計及び書類保存などに関する規則と制度を作り上

げ、組織、構成員及び業務の整備を強化すべきであることが付き加えられ

た（17条～１９条)。

調停を行う調停員の人数については、人民調停委員会が１名の人民調停

員を調停主宰者として指定して調停を行い、必要に応じて複数の人民調停

員を指定して調停に参加させることができる（25条)。調停を行う前の準
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備段階では、人民調停委員会が双方の当事者に対して紛争の事情調査を行

い、双方の要望及び理由を理解し、必要に応じて関係者への調査によって

事実関係を確かめる（26条)。また、口頭または書面をもって当事者に対

して人民調停の性格、原則と効力、及び当事者の調停活動における権利と

義務を告知しなければならない（30条)。調停の場所については、基本的

に専ら調停のために設置された場所で行うが、当事者の便宜をはかるため、

必要に応じて他の場所で調停を行ってもよい（28条)。調停の公開と傍聴

については、必要に応じて調停を公開で行うことができ、当事者の親族、

近隣及び現地の大衆が調停を傍聴することもできる。ただし、当事者のプ

ライバシーや商業秘密に関わる場合、または当事者が反対した場合は、こ

の限りではない（29条)。調停の期間については、一般的に１ケ月以内に

終了する（33条)。

この調停手続の規範化の動きは、調停の質を向上させ、行政機関による

管理、監督、指導を容易にする狙いがあるほか、人民調停協議に民事契約

としての効力を与えるために、手続をよりフォーマルなものとする必要が

あったためと思われる(us)。

５．人民調停協議の効力とその履行

これまで民事訴訟法には、「当事者は、調停による協議を履行しなけれ

ばならない」（１６条）という条項があるものの、人民調停協議の`性質と効

力については明確な規定が設けられていない。それゆえ、当事者が調停合

意を達成した後にまた翻意し、人民法院に提訴した際に、その調停協議の

効力が認められず、人民法院は、原紛争について判決しなければならない

ため、人民調停協議の権威性と実効性が問われるようになった。この問題

を解決するため、人民調停協議の効力を明らかにする必要があった。

「02年司法解釈」は、まず、人民調停委員会による調停を経て達成した

民事上の権利義務関係を有し、双方の当事者が署名または捺印した調停協

議は、民事契約としての性質を持つものである（１条）と認め、人民調停
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協議に一定の執行力を付与したと言える。そのうえ、人民法院が受理すべ

き人民調停協議に関わる民事事件の類型については、当事者が原紛争をもっ

て訴えを提起した事件のほか、人民調停協議の履行を請求する事件、人民

調停協議の変更、取梢または無効の確認を請求する事件も加えられた（２

条)。そして、人民調停協議の効力を認定する要件としては、①当事者が

完全な民事行為能力を有すること、②意思表示が真実であること、③法律、

行政法規の強制的規定または社会の公共利益に違反しないことを備えなけ

ればならない（４条)。ただし、①国家、集団または第三者の利益を損なっ

た場合、②適法な形式で不法な目的を隠そうとした場合、③社会の公共利

益を損なった場合、法律、行政法規の強制的規定に違反した場合、⑤人民

調停委員会による調停の強要があった場合には、人民調停協議は無効とな

る（５条)。また、人民調停協議の変更、取梢を請求する要件としては、

①重大な誤解によって取り決めたもの、②調停協議を取り決めた際に、明

らかに公平性を失ったもの、③一方の当事者が詐欺、強迫の手段を用いて、

または他人の弱みに付け込んで、真実の意思表示に違背した状況の下で相

手方に調停協議を取り決めさせた場合は、損害を受けた当事者が人民法院

に対し調停協議の変更、取梢を請求する権利がある（６条)。さらに、債

権的内容を有し、かつ公証機関によって強制執行効力が付与された調停協

議については、債権者は、被執行人の住所地ないし財産所在地の人民法院

に強制執行を申請することができる（10条)。この司法解釈からは、人民

調停を利用した当事者の翻意を防ぎ、調停制度の権威性及び実効性を確保

しようとする人民法院の意図が読み取れる。

「02年司法解釈」を根拠に、「02年規定」では人民調停協議の効力とそ

の執行について規定が設けられた。まず、人民調停協議が民意契約として

の`性質を有することを再確認したうえ（５条)、「人民調停委員会によって

調停された紛争が民事上の権利義務関係を有する場合、または当事者が希

望する場合は、調停協議書を作成しなければならない」（34条）と定めた。

また、「当事者は、その調停協議を自ら進んで履行しなければならない。
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人民調停委員会も随時、その履行状況について当事者を答訪し、その履行

状況を記録しなければならない」（36条）とした。次に、当事者が調停協

議を履行しなかった場合または調停協議に至った後に翻意した場合の対応

についても規定を設けた。すなわち、人民調停委員会は、①当事者が正当

な理由なく協議を履行しない場合、その自主履行を督促すべきである。②

当事者が調停協議書の内容が不適切であると申し立てた場合、または人民

調停委員会が調停協議書に不適切な部分があることを発見した場合は、双

方当事者の同意を得たうえ、原調停協議の変更または取消のために再度調

停を行い、新たな調停協議を達成する。③督促をしても調停協議を履行し

ない当事者に対し、末端人民政府に処理を求めることが可能であること、

調停協議の履行、変更、取梢について人民法院に提訴することが可能であ

ることを告知すべきである（37条)。そして、当該紛争が人民法院に提訴

された場合は、調停を行った人民調停委員会も、当該事件の審理に協力し

なければならない」（38条)。

このように、「02年規定」は、人民調停協議の効力を規定したのみなら

ず、その履行への監督及び協力も人民調停委員会の業務内容として明記し

た。ところが、人民調停協議の実効性がその法的効力の明確化によって補

強されるようになったものの、民事契約としての拘束力を持つと認められ

たのは民事上の権利義務関係を有する人民調停協議に限られており、民事

上の権利義務関係を有しない人民調停協議の拘束力については明文の規定

が置かれていない。督促という強制性を持たない手段のみでは人民調停協

議の履行を確保するのが難しいこともあるため、立法論としては人民調停

協議の拘束力を明確に規定することが期待されている(''9)。

６．人民調停活動に対する行政及び司法機関の指導

人民法院及び司法行政機関の人民調停活動に対する指導と協力がすべて

の司法解釈と行政規則によって強調されているが、その狙いは、人民調停

員の資質向上と調停手続の規範化のみならず、人民調停に対する行政関与
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の強化、人民調停と裁判機関の連携強化にもあるように思われる。

まず、「02年意見」は、人民法院による人民調停活動への指導方法とし

て、①人民法院は、人民調停協議に関連する民事事件を審理する際に、そ

の調停協議が判決によって変更、取消または無効と確認された場合、適切

な方式で当該地域の司法行政機関または人氏調停委員会に通知することが

できる。②人民法院は、人民調停員が自由意志の原則に反し、調停協議を

達成するために当事者を強制したことを発見した場合、即時に現地の司法

行政機関または人民調停委員会に対してそれを是正するよう提案しなけれ

ばならない。③人民調停員の法知識レベルと調停技能を向_上させるために、

人民法院は、現地の司法行政機関に協力して人民調停員に対する研修を行

う。その指導の一環として、基層人民法院及びその派出人民法廷は、研修

会や経験豊富な裁判官を講師として派遣するなどの方法で人民調停員に対

して研修を実施することができる。人民調停員に法廷審理を行う前の準備

作業に参加させたり、裁判を傍聴させたり、経験のある人民調停員を人民

陪審員として招請して本人が調停した民事事件を除いた事件の審理に参加

させたりすることもできる、と提示した。

「04年意見」は、人民法院が現地の司法行政機関による人氏調停員への

研修に協力すべきことを再確認したうえ、司法行政機関による人民調停活

動への指導方法として、①司法行政機関は、現地の共産党組織、政府によ

る指導と支持を積極的に取り付け、人民調停活動における具体的な困難と

問題の解決に協力しなければならない。②人民調停活動の指導という重要

な職責を担っている人民法廷と司法所をさらに整備し、人民調停活動を指

導するための基盤作りに努めることを強調した。

「07年意見」では、人民法院と司法行政機関による協力連携を強化して

人民調停活動の指導という法定の職責を共同で履行することが愈視された。

(⑪各級の人民法院と司法行政機関は、大衆の中に深く入り込んで調査研究

を行い、新しい情勢の下における人民調停活動の法則と特性を把握したう

え、異なる地区、業界、級別によって分けられた各種の人氏調停委員会に
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対して分類指導を行う。人民法廷と司法所は、人民調停組織の日常的活動

に対する指導と監督を強化しなければならない。②人民調停活動を直接指

導する裁判官と司法行政職員に対する教育・研修を強化すべきである。

次いで、「04年司法解釈」は、人民法院による人民調停活動への指導に

ついて、「調停協議が判決によって変更、取梢または無効と確認された場

合、適切な方式で当該地域の司法行政機関または人民調停委員会に通知す

ることができる」（12条）と定めるにとどまったが、当該司法解釈の執行

に関する最高人民法院の説明では、人民調停活動に対する指導が人民法院

の法定の職責であると同時に、社会の安定を維持し、経済の発展を促進す

る政治的責任でもあると位置づけられ、そして、①ケーススタディの方法

で人民調停活動への業務指導を行うこと、②人民調停員の資質を高めるた

めに、典型的な事件を選んで人民調停員に傍聴させることや、人民調停委

員会の招請に応じ、裁判官を派遣して紛争の調停を具体的に指導すること、

③人民調停員に法廷審理を行う前の補助的作業に参加させるや、経験のあ

る人民調停員を人民陪審員として招請して事件の審理に参加させることが、

新時期の人民調停活動に対する新しい指導方式として提示された('201。

「02年規定」は、司法行政機関による人民調停活動への指導について次

のように定めた。①人民調停活動の質と水準を高めるために、各級の司法

行政機関は、切実な措置を講じて、その地域における人民調停委員会に対

する指導を強化しなければならない。その指導においては、とくに人民法

院との協調と協力を強化すべきである（39条)。②人民調停員の質を高め

るために、各級の司法行政機関は、多様な形式で人民調停員への研修を強

化すべきである（40条)。③各級の司法行政機関は、同級の人民政府の支

持を積極的に取り付け、人民調停活動の指導または表彰の経費を確保すべ

きである。また、人民調停委員会の活動経費と人民調停員の手当を着実に

確保するために、村民（住民）委員会、企業・事業体と協調し、または督

促しなければならない（42条)。④郷鎮（街道）司法所（課)、司法補佐員

は、人民調停委員会の活動に対する指導と監督を強化しなければならず、
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人民調停委員会または紛争当事者からの人民調停活動に関連する問い合わ

せ、相談及び苦情に回答し、処理する。人民調停委員会の要請または必要

に基づき、具体的な調停活動に協力、参与する。人民調停委員会の主宰で

達成した調停協議を審査し、法律、法規、規則及び政策に違背したことを

発見した場合はそれを是正する。人民調停活動の経験を総括し交流させ、

民間紛争の特徴と法則を研究し、人民調停委員会の業務改善に役立てる

(43条)。一方、村民（住民）委員会、所属先及び末端人民政府に民間紛争

と調停活動の状況を報告することも人民調停委員会の任務の一つとされた

(３条３項)。

以上に述べた人民調停制度の改革の意図は、人民調停を再度活性化させ、

それにより治安の維持、社会の安定を図ることと、人民法院の負担軽減に

ある('2')と思われるが、結果的に「調停を中国社会の再整理及び大衆を動

員して執政党の政策を支持させる努力に組み入れ｣''221、共産党の執政地位

の強化にも繋がるものと言えよう。改革の基調は、主に人民調停制度に法

的要素を注入すること('231、行政関与を強化すること('２１１であるが、人民調

停への行政と司法の参入によって民間調停、行政調停及び法院調停の横断

的連携をめざす「大調停」メカニズムの構築も図られた゜

司法調停制度の改革に関する司法解釈

判決よりも調停によって紛争を処理しようとする姿勢は、同時期に行わ

れた法院調停の改革においても見られた。人民調停制度利用の総件数が激

減し、訴訟の利用が急増するなか、人民法院は、判決のみによる紛争処理

に限界があることに気づき、法院調停を再評価し、判決よりも法院調停で

訴訟の決着を付けようとする傾向が示された。最高人民法院院長であった

肖揚氏は、2002年の全国人民調停活動会議において、人民法院は、訴訟内

調停を一層強化しなければならないこと、当事者に対する辛抱強くかつ綿

密な説得・教育を通じて、当事者の自由意思で調停協議を達成させ、訴訟
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内調停による終局率を高めることに努めなければならないと強調した。人

氏調停協議に関連する民事事件の審理に関する「０２年司法解釈」に続いて

公布された「04年司法解釈」と「07年司法解釈」は、正にこのような訴訟

よりも人民調停、判決よりも法院調停という流れの中で登場したものであ

るII25I。

１．法院調停制度の新たな役割

「07年司法解釈」の説明によれば、訴訟内調停は、我が国の膳史、文化、

伝統の根付いたもので、かつ腿期にわたる司法実践において有効であるこ

とが証明されている紛争解決方式であり、目下の社会大衆の価値観及び訴

訟意識に合致するのみならず、また中華民族が求める自然秩序、社会秩序

の調和の理想も体現している。訴訟内調停は、我が国の訴訟制度における

重要な構成部分であり、人民法院が裁判樅を行使する重要な方式であり、

また「調和のとれた司法」の孟要な内容である。そして、「調和のとれた

社会」の建設における訴訟内調停の積極的役割を十分に発揮するにあたっ

て、その重点は基層人民法院にある。薙屑人比法院は、社会大衆と直に向

かい合い、大部分の第一審事件を審I11し、紛争・矛盾の解消及び社会の安

定維持において最も主要な任務を担っている。基層人民法院が訴訟上の調

停手続を適切に行うか奇かは、今国人民法院の訴訟内調停の効果を直接に

決定付け、社会の安定調和の基盤に直接に影響する。各満級人民法院、中

級人民法院は、基層人民法院の訴訟内調停手続の指導、支援及びサポート

を重視かつ強化しなければならず、人、財、物等の各方１ｍにおいて基層人

民法院に対する支援力を強化し、大部分の紛争を基層部において解消する

よう努め、矛盾が拡大、激化、上級機関への移送がなされないように確実

に保証しなければならない（22条)。また、人民法院は、行政訴訟事件、

刑事自訴事件及びその他の軽微な刑事事件における和解の実践を通じて、

｢調和のとれた社会」の建設に役立つ多様な事件終結方式を絶えず探求し

なければならない（６条)。
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２．法院調停の適用範囲

法院調停を活用すべき事件が「07年司法解釈」によって列挙されている。

すなわち、①集団利益に関わり、政府及び関連部門の協力が必要な事件、

②人数が多数に上る共同訴訟、集団訴訟事件、③事件の内容が複雑で、当

事者間の感情が激しく対立しており、かつ双方ともに証拠の優位性を形成

することが難しい事件、④関連の法律法規に規定がなく、または規定が不

明確で法律の適用において一定の困難が伴う事件、⑤センシテイブ性が高

く、社会的注目度が高い事件、⑥再審査申立事件及び再審事件に対して調

停を重点的に行わなければならないが、⑦刑事事件に付帯する民事訴訟事

件については、民事調停の関連規定に従い調停を重点的に行わなければな

らない。⑧行政訴訟事件、刑事自訴事件及びその他の軽微な刑事事件につ

いては、民事調停の原則及び手続を参照して当事者に和解の勧告を試みる

ことができる（５条)。ただし、事件の内容が複雑で当事者が調停に同意

しない場合、または当事者が所在不明の事件については、遅滞なく法廷に

移送して審理しなければならない（10条)。このほか、特別手続、督促手

続、公示催告手続、破産債務弁済手続を適用する事件、婚姻関係、身分関

係を確認する事件及びその他事件の性質により調停を行えない民事事件に

ついても、人民法院は調停を行わない（04年司法解釈２条)。

３．法院調停の実施時期

法院調停を行うことが第一審の立件、審理、執行の各段階、及び上訴ま

たは再審過程において認められている。まず、立件段階の調停制度につい

て、人民法院は、立件され、かつ当事者の同意を得た後に、立件段階で事

件について調停を行うことができる。立件段階の調停は、効率、迅速の原

則を堅持し、事件が立件段階で放置されることを回避しなければならない。

簡易手続を適用する－審事件については、立件段階の調停期間は原則とし

て立件後１０日を超えない。普通手続を適用する一審事件については、立件

段階の調停期間は原則として立件後20日を超えない。二審事件は、原則と
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して立件段階の調停を行わず、または二審事件についてより合理的な調停

期間を規定する（07年司法解釈１０条)('261。

次いで、審理段階の調停制度について、人民法院は、受理した第一審、

第二審及び再審民事事件について、答弁期間満了後、判決を出す調停を行

うことができる。各当事者の同意を得た場合には、人民法院は、答弁期間

満了前にも調停を行うこともできる。答弁期間満了前に調停を行う場合に

は、普通手続を適用する事件で当事者が調停に同意した日から15日以内、

簡易手続を適用する事件で当事者が調停に同意した日から７日以内に調停

の合意に達しなかった場合には、各当事者の同意を得て、調停を継続する

ことができる。延長する調停期間は、審理期限に算入しない（04年司法解

釈１条、６条)。当事者は協議により調停を継続する期間を確定すること

ができ、人民法院の審査同意を経た後に、担当裁判官がその旨を記録する。

事件が調停合意に達する可能性があるが、当事者が調停の継続期間につき

合意できない場合は、当該人民法院院長の承認を経て、調停期間を合理的

に延長することができる（07年司法解釈13条)。

さらに、執行段階の調停制度について、人民法院は、民事執行事件が執

行根拠のすべての内容に従い強制執行を行うことが確かに困難な場合、双

方当事者の同意を経て、当事者に和解を斡旋することができる。和解の合

意に達した場合は、民事訴訟法の関連規定に従い処理する（07年司法解釈

18条)。

また、上訴または再審過程において、当事者が上訴し、または再審を申

立てた事件については、立件審査または公聴の過程において双方当事者が

調停に同意した場合、人民法院は調停を行うことができる。意見が一致し

た場合は、和解の執行に準じて処理し、審査手続を終結することができる。

当事者が自ら和解の合意に達した場合、人民法院は、審査確認後に和解の

執行に準じて処理することができる（１９条)。
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４．法院調停の方式及び方法

１）法院調停の方式

最高人民法院の司法解釈は、次のような諸制度を通して法院調停の「適

度な社会化」を図っている。第１は調停協力制度である。民事訴訟法の規

定により、人民法院は、調停を行うにあたって、関係する企業・事業体及

び個人に協力を要請することができる（87条）が、「04年司法解釈」はこ

の規定をさらに具体化した。すなわち、人民法院は、民訴法第87条の規定

に基づき、当事者と特定の関係を有するかまたは事件と一定の関係を有す

る企業・事業体、社会団体またはその他の組織ならびに専門的知識及び特

定の社会経験を有し、当事者と特定の関係を有し、かつ和解を促すのに有

利となる個人に、調停手続への協力を要請することができる（３条１項)。

｢07年司法解釈」では調停協力の対象がさらに拡大され、当事者と直接な

関係を有しない「社会力量」（社会的な団体及び個人）の参与も視野に入

れられた。すなわち、人民法院は、法律及び司法解釈の規定に基づき、

｢社会力量」を導入して調停を行うメカニズムを確立し整備することがで

きる。具体的には、人民法院は、当事者が事件担当裁判官以外の、事件の

調停に有利な人民調停組織、末端大衆自治組織、労働組合、婦女連合会等

の関係組織を選択して調停を行うよう導くことができ、また人民代表大会

代表、政治協商会議委員、弁護士等の個人を招請して調停を行うこともで

きる。当事者の同意を経て、裁判官補佐等の裁判補助人員は、人民法院の

指名を受けて事件の調停を行うこともできる。判断が難しく、複雑かつ重

大な影響がある事件については、人民法院の裁判延長または院長が調停を

主宰することができる（11条)。

第２は委託調停制度である。「04年司法解釈」により、人民法院は、各

当事者の同意を得て、当事者と特定の関係を有するかまたは事件と一定の

関係を有する企業・事業体、社会団体またはその他の組織ならびに専門的

知識及び特定の社会経験を有し、当事者と特定の関係を有し、かつ和解を

促すのに有利となる個人に事件の調停を委託することができ、調停が合意
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に達した後、人民法院は、法に従いこれを確認しなければならない（３条

２項)。

第３は合意確認制度である。「04年司法解釈」により、訴訟の過程にお

いて当事者間で和解の合意に達した場合、人民法院は、当事者の申立に基

づき、法に従い和解の合意を確認し、和解調書を作成する（４条１項)。

当事者が一部の訴訟請求について和解の合意に達した場合、人民法院は、

これについて先に確認し、かつ和解調書を作成することもできる。また、

当事者が主たる訴訟請求について和解の合意に達した場合において、合意

に達していない訴訟請求について処理意見の提出を人民法院に請求し、か

つ当該処理結果を受け入れることを表明したとき、人民法院の処理意見は

和解合意の一部の内容とし、和解調書を作成する場合は和解調書に記入す

る（17条)。当事者が民事和解調書と和解合意の本来の意図が一致しない

ことを理由に異議を申立てた場合においてⅥ人民法院が審査のうえ異議が

成立すると判断したときは、和解合意の裁定に基づき、民事和解調書の関

連内容を補正しなければならない（16条)。ただし、調停の合意内容には、

同の利祐、社会公共の利益を侵害すること、事件の当事者以外の者の利益

を侵害すること、当事者の真実の意思に反すること、法律及び行政法規の

禁止規定に反することがあった場合、人民法院はこれを確認しない（12条)。

そして、「07年司法解釈」では、当事者の合意に対する審査の基準がさら

に具体化きれた。すなわち、当事者が和解合意または調停合意に達した後

に人民法院に対し調停書の作成を請求した場合、人民法院は、法に従い次

の事項について審査を行わなければならない。合意が法律及び行政法規の

強制規定に違反していないか、｜玉1の利益及び社会公共の利益を侵害してい

ないか、合意内容が当事者の処分権の範祷に該当するか否か、当事者の争

議している法律関係が第３者の権利利益に関わるか否か、合意により移転

を指定した財産には第３者の権利が存在していないか、合意の内容が善良

の風俗及び公共の道徳に合致するか否か、調停に当事者の真実の意思に明

らかに違反する状況等が存在していないか、などである（14条)。
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第４は和解協調制度である。「04年司法解釈」により、当事者が和解の

過程において人民法院に和解への協調を申請した場合、人民法院は、裁判

補佐人員を派遣し、または関係する企業・事業体及び個人を要請、委託し

て協調を行わせることができる（４条２項)。

２）法院調停の方法

当事者が調停に参与しやすい環境の整備、調停手続の親和力、透明度、

効率の強化が重要視され、具体的には、①調停の方法として「同席調停」

または「別席調停」が認められた。すなわち、事件の実情に基づき、調停

の方式及び方法を柔軟に選択し、当事者のために自由な協議、互譲の緩や

かな条件と環境を創造しなければならず（07年司法解釈１２条)、調停を行

う際に、各当事者は同時に立ち会わなければならないが、必要に応じて当

事者に対し別々に調停を行うこともできる（04年司法解釈７条２項)。②

当事者を尊重した選択の権利と守秘の義務が明記された。すなわち、人民

法院は、事件の調停を行うにあたって、当事者が公開による調停を要請し

た場合、人民法院はこれを許可しなければならない（07年司法解釈12条）

が、当事者が非公開による調停を[１１請した場合、人民法院はこれを許可し

なければならない（04年司法解釈７条１項)。また、担当裁判官、調停に

参与する関連組織及びその他の個人は、調停の情報を厳格に守秘しなけれ

ばならず、当事者が調停協議の内容を公開しないよう要求した場合は、人

民法院もこれを許TiJしなければならない（07年司法解釈１２条)。

５．和解合意の効力及び履行インセンテイブ

「04年司法解釈」は、和解の合意に対し民事判決と同様な法的効力を付

与した。具体的には、各当事者が和解協議書に署名し、または捺印した後

に効力が生じることに同意した場合、人民法院の訴査確認を経た後、記録

に記入しまたは和解協議書を事件ファイルに付し、かつ当事者、裁判官、

書記官が署名しまたは捺印した後、直ちに法的効力が生じる。当事者が和

解調書の作成を請求した場合、人民法院は和解調書を作成して当事者に送
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付しなければならない。当事者が和解調書の受領を拒んだ場合も、和解合

意の効力に影響しない（13条前段)。また、一方当事者が合意の成立後に

翻意し履行しない場合、他方が調停時に約定した譲歩に後,海することもあ

り、これは当事者の調停意欲に影響を与える一因ともなっている。こうし

た当事者の心配を取り除き、和解合意の達成を促進するために、「04年司

法解釈」は、和解協議の履行に対するインセンティブ制度を設けた''271。

すなわち、①人民法院は、和解の合意において、一方当事者が和解内容を

履行しないときは民事責任を負わなければならない旨を約定する場合、こ

れを認める（10条1項)。一方当事者が和解を履行しなかった場合、他方は

和解調書を持参して人民法院に執行を申立てることができる（13条後段)。

そして、当事者が和解調書の作成を請求せず、一方当事者が和解を履行し

なかった場合、他方が効力の生じた和解調書を持参して強制執行を申立て

たときは、人民法院はこれを受理しなければならない（07年司法解釈16条)。

②人民法院は、和解の合意において、一方当事者が担保を提供すること、

または事件の当事者以外の者が当事者に担保を提供することに同意するこ

とを約定する場合、これを認める（１１条)。そして、和解調書において確

定した担保条項の条件または民事責任負担の条件が整った時点で、当事者

が執行を申立てた場合、人民法院は法に従い執行しなければならない（１９

条１項)。

６．裁判官の調停能力の養成及び調停の奨励

「07年司法解釈」では、各級人民法院の訴訟内調停手続の能動性及び積

極性を十分に発揮し、多くの裁判官の聡明さと才知を十分に発揮し、訴訟

内調停手続を創造的に展開させる（３条）ことが強調された。そして、裁

判官の司法能力が、一種の総合能力として法廷で審判を行う能力を含んで

いると同時に、事件を調停によって解決する能力も含まれている。裁判官

の能力養成を強化することは、裁判官の審判能力と調停能力を強化しなけ

ればならず、調停の技法を常に改善し、調停の方法を刷新し、裁判官の調
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和のとれた方式による紛争解決能力を高めなければならない（25条)。具

体的には、①各級人民法院は、裁判官の訴訟内調停能力の養成を強く重視

し、裁判官の調停能力の研修を強化し、長期の研修計画を制定し、裁判官

の研修ローテーション制度を確立しなければならない。②高級人民法院及

び中級人民法院は、基層人民法院の裁判官研修のために全面的な支持を与

えるものとし、必要な場合は、上級人民法院が下級人民法院の裁判官に対

して研修を実施することができる。③最高人民法院は、毎年、一部の裁判

官が参加する調停能力研修クラスを開催しなければならない（24条)。④

各級人民法院は、訴訟内調停の経験に対する総括及び交流を強化しなけれ

ばならない。近年、全国の人民法院は、訴訟内調停メカニズムの刷新、制

度の改善、調停方式及び方法の改革等の面において多くの貴重な経験を得

て、訴訟内調停のエキスパートが多く輩出された。これらの貴重な経験に

対する総括及び普及を強化し、特に難解、複雑な事件に対する調停手続の

経験の総括及び交流を重視し、訴訟内調停の手続を常に発展させるぺく推

進しなければならない（26条)。

そして、訴訟内調停を奨励するため、「07年司法解釈」は、人民法院は、

実状に基づき科学合理的な調停奨励メカニズムを確立し、裁判官の調停に

対する積極』性及び能動`性を高めなければならない。調停手続の業績は、個

人考査の範囲に入れなければならない。ただし、調停奨励メカニズムは、

調停を肯定し奨励するものでなければならないと同時に、調停率の追求に

偏重することを避けるよう注意しなければならない（21条）とした。すな

わち、調停と裁判の関係を正確に処理しなければならず、調停による事件

解決の件数を増やし、調停による事件解決の比率を高めることに力を尽く

すと同時に、調停率の追求に偏重する傾向も避けなければならない。調停

する可能性がある事件については、できる限り条件を作り出して調停を行

わなければならない。調停が適切でなく、努力によっても調停の合意に達

することができない事件については、速やかに裁判を行わなければならな

い（４条)。

KumamotoLawReview，vol,１１７，２００９２２８



－５６－

三△し

nIHl 説

７．多元的な紛争解決システムの構築

「07年司法解釈」は、人民法院が裁判手続と裁判外紛争解決手続を横断

的にフォローする体制の確立を真剣に検討することを促した。すなわち、

裁判業務を中心とすることを堅持し、人氏調停組織に対する指導を強化し、

その他の組織の調停活動を支持し、かつ法に従い監督し、社会における多

元的な紛争解決システムの確立及び改善を積極的に推進し、社会の各方面

における矛盾解消、紛争解決の役割を十分に発揮しなければならない（２３

条)。

近年、人民法院は、「事件を結了すること」を裁判業務の追求目標とし、

｢調停できる事件は調停し、裁判すべき事件は裁判を行い、調停と裁判を

組み合わせて事件を解決する」という民事裁判の業務指導方針を確立した

（２条）が、法院調停制度の改革はまさにその一環として行われたもので

あり、その主旨は、直接的に人民法院の民事事件への正確な調停を保証し、

速やかに紛争を解決し、当事者の訴訟権利の行使を保障し、かつ便宜を図

り、司法資源を節約するため（04年司法解釈前文）にあったが、間接的に

は訴訟内調停手続の強化により、人民法院の「調和のとれた社会」の建設

者及び保障者としての重大な歴史的責任を果たすため（07年司法解釈前文）

にあった。改革の雄調は、人民法院の裁判業務における訴訟内調停の地位

及び役割を正確に認識し、訴訟内調停手続を大いに推進すること（同解釈

２条）であり、主に法院調停の適１１]範DM、方式及び方法、時期を明確にす

ること、調停奨励メカニズムの確立、多元的な紛争解決システムの構築、

裁判官の調停能力の向上などに集約することができる。

以'二、近年公布されてきた調停制度の改革に関連する一連の法文書につ

いて分析を加えてみた。近年、統一調停法を制定する動きも現われ、「人

民調停法」の立法化のための調査研究と起草作業が進められている。こう

した調停制度の改flIIがl]指しているものは多岐にわたるが、その中で今後

の改革の方向性を最も明確に示しているのは、人民調停、行政調停及び法

院調停の連携協働を制度化し、裁判手続と裁判外紛争解決手続の相互補完
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社会転換期の'''１K|における多元的紛争解決システムの梢築とＡＤＲの可能,性（１）

を図る多元的紛争解決システムを確立しようとする１１標であろう。

注：

（１）吉田勇「日本社会におけるＡＤＲの可能性一｢納得のいく解決jを求めて－｣、

「熊本法学ｊ第1１３５．（2008年）204頁。

（２）DonaldCClarkc“DisputeRcsolutioninChina",JournalofChineseLawVol5，

ＮＯ２（Fall，1991）pp245．

（３）韓寧『中国の調停制度一'14←米国との比較」（信１１１社、2008）ｉｉ頁。

（４）同石注・６１頁。

（５）中国法律年鑑編集部「{|]陸|法律年鑑』（｢１１国法律年鑑出版社、2008年）１１２２

頁。

（６）韓寧・前掲（注３）６１頁、409頁。

（７）同石柱・８５頁～86頁。

（８）斉藤明美「'１１国の法院調停と|]本の職権調停・訴訟化の和解｣、「民訴雑誌」

第49号（2003年）209頁。

（９）小嶋明美「現代''１国の民事裁判一計画からTl丁場へ、経済改革の深化と民事裁

判一｣（成文堂、2006年）６３頁～64頁。

（１０）韓寧・前掲（注３）411頁。

（１１）｜可右注・８５頁。

（１２）何'Ⅱ3編「人民法院調解理論ﾉj実務」（人比法院出版社、2002年）２２頁。

（13）韓寧・前掲（注３）411頁～412頁。

（１４）何右注・ii頁。

（１５）例えば、人氏洲停Iljll度について、非裁?ﾄﾘ手続による紛争処理という'性格を持

つ点では、確かにＡＤＲに違いない。しかし、大衆の動員やイデオロギー的教化

などといった政治的色彩が極めて濃く、集団秩序の維持のため互譲の強要も見

られ、また時として人氏の聡視システムともなる当該IIjII度は、「正義の多元'性｣、

「裁判と異なるクオリティの提供」やにｌｉ１ｌ者の主体」などが語られている日

本のADR潮流とは相当次元が異なっているというような批判もある。（王冊
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至輌

説

「調停好き神話の崩壊（１）－現代中国紛争処理手続利用の変化が意味するも

の－｣、「北大法学論集』第57巻２号（2006年）156頁～157頁)。

(１６）範』愉『糾紛解決的理論与実践」（清華大学出版社、2007年）291頁。

(17）王銀勝ほか「肖揚在全国人民調停工作会議上強調努力実現人民調解与司法裁

判的良,性互動｣、ｉ人民法院報」2007年７月７日。

(18）小島武司ほか編「裁判外紛争処理法』（有斐閣、1998年）１～２頁。

(19）範愉・前掲（注16）188頁～190頁。

(20）山田文「ADRのルール化の意義とその変容一アメリカの消費者紛争ADRを

例として－｣、早川吉尚ほか編著「ADRの基本的視座」（不磨書房、2004年）

所収、２３頁～27頁。

(21）小島武司『調停と法一代替的紛争解決（ADR）の可能性一』（中央大学出版

部、1989年）３７頁。

(22）MarcGalanter，ＴｈｅＥｍｅｒｇｅｎｃｅｏｆｔｈｅＪｕｄｇｅａｓａＭｅｄｉａtorinCivilCases，

JudicatureVoL69,No.５（1986）pp262・JudithResnil,ManagerialJudges,Harvard

LawReviewVol96,NＯ２（1982）pp374；RobertFPeckham，TheFederalJudge

asaCaseManager：ＴｈｅＮｅｗＲｏｌｅｉｎＧｕｉｄｉｎｇａＣａｓｅｎｏｍFilingtoDisposition，

６９CalifbmiaLawReviewVoL69,No3（1981）pp770I可右注・３７頁参照。

(23）濱野亮「日本型紛争管理システムとADR論議｣、早川吉尚ほか編著『ADRの

基本的視座』（不磨書房、2004年）所収、４６頁～47頁。

(24）古田勇・前掲（注１）205頁。

(25）早川吉尚「紛争処理システムの権力性とＡＤＲにおける手続の柔軟化｣、早川

吉尚ほか・前掲（注20）１４頁。

(26）吉田勇・前掲（注１）205頁。

(27）範I愉・前掲（注16）212頁。

(28）長谷部由起子「民間型ADRの可能'性｣、早川吉尚ほか・前掲注20）151頁～152

頁参照。

(29）吉田勇・前掲（注１）206頁。

(30）範愉「中国裁判制度とその理念の研究（四)｣、「名古屋大学法政論集』（1997

２２５KumamotoLawReview，ｖｏｌ１１７，２００９
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社会転換期の中国における多元的紛争解決システムの構築とＡＤＲの可能性（１）

年）476頁。

(31）Ⅱ'１信行「解説＝人民調停制度｣、中国研究所「中国基本法令集』（[1本評論

社、1988年）513頁。

(32）詳しくは、王冊・前掲（注15）158頁～163頁を参照されたい。

(33）小口彦太・田中信行『現代中国法』（三省堂、2004年）７０頁。

(34）範1愉・前掲（注30）484頁。

(35）水間正道ほか『現代中国法入l１ＬＩ（第４版)｣’（有斐閣、2006年）261頁～262頁。

(36）田中信行・前掲（注31）514頁。

(37）韓寧・前掲（注３）１１頁。

(38）同右注・１１～12頁。

(39）高洪賓『民事調解的理論与実務研究』（人民法院出版社、2006年）４１頁。

(40）最高人民法院研究室「一些省・市法院整頓健全民事審判程序制度的情況」

（1973年11月７日)。韓寧・前掲（注３）183頁参照。

(41）中国社会科学院法学研究所編『人民調解資料選編」（群衆出版社、1980年）１９

頁。

(42）王冊・前掲（注15）171頁～173頁。

(43）熊先覚「中国司法制度新論』（中国法制}}１版社、1999年）214頁。

(44）範愉・前掲（注16）469頁～470頁。

(45）田中信行・前掲（注31）515頁。

(46）木間正道ほか・前掲（注35）262頁。

(47）中国法律年鑑編集部「中国法律年鑑｣（||]国法律年鑑出版社、1992年～1993

年)。

(48）範`愉「当代中国非訴訟糾紛解決機制的完韓与発展｣、「学海』2003年第１号７９

頁。

(49）中国法律年鑑編集部「中国法律年鑑」（中国法律年鑑出版社、1991年)。

(50）斉藤明美・前掲（注８）212頁。

(51）同右注。

(52）小嶋明美・前掲（注９）６４頁。
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登公や

iiIlIJ 説

(53）｜iリイ｢注．７９頁。

(54）同イi注。

(55）高洪賓・Iji褐（注39）４３頁。

(56）本節の分析は、１１法統i汁が公式に公表され始めた1986ｲ|ﾐ以降を考察対象とす

る。なお、リl1Uするデータは、いずれも'二１１国法律年鑑編集部「'1ｺ国法律年鑑ｊ

（法rlt出版社、］987ｲ１２～1989ｲ'２。’１１国法律ｲｌｉ鑑(1)版社、1990年～2008年）によ

るもの。

(57）’111玉1法律ｲ|ﾐ鑑編集部「１１''五1法律年鑑」（法律'１１版社、1988年～1989年。中'五１

法律年鑑１１１版社、］990年～2004年)。

(58）範愉に'1代｢'１|](1ＡＤＲ的発授｣、江平主緬「比較法在1111K１（下巻)」（法律出版

社、2004年）所収。

(59）刊ｌ・前掲（注15）151頁。

(60）範愉主編「ＡＤＭ(JHI1与実務」（１頁門大学llI版社、2002年）333頁～335頁。｜可

「当代中国ADR的発腱」・'可石柱。王Ⅲ「調停好きﾈ111話の崩壊（２.完)－現

代''''五1紛争処則1下統利)Ⅱの変化が意味するもの――｣、「北大法学§論集」第58巻

１号（2007ｲ|ﾐ）242頁～249頁。郭美松「1111玉|法iifi現代化とADRの運命｣、「国際

商事法務ｊＶＯＬ３３ＮＯ２（2005）207頁～208頁。｜iリ「１１１１K|裁判外紛争解決制度

の現状と課題｣、111本法学』第70巻４号（2005年）213頁～214頁など参照。

(61）範愉・前掲（注16）293頁。

(62）Ｍ右注。

(63）1ﾐ振情「多元化糾紛解決機制与糾紛解決資源｣、「法律適用」2005年第２号１９

頁。この小件が終群した後、それに類似する訴訟も数多く提起されたため、

「訴訟爆発」の危機も避けられないという危棋から、激しい論争が巻き起こっ

た。例えば、1999ｲli11)11211の［[人｢1報ｊＤ１ﾘ１１:Ｉ紙に「こんなことについて訴

訟を起こすべきか■一部民事損害賠償ﾂﾞﾄﾞ件のスケッチ」というタイトルの記

事が掲載された。「‐口の|賑で訴訟を起こす（一’11眠沫挟到二級法院)｣、「一つ

のゴミを処分するために、訴訟は２年間かかった（・堆拉坂打T1ili年官司)」

という実例をいくつか挙げて、その妓後に「｢l1IKlは法治を実現するにはすべて
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社会､|猛換期の中|玉|における多兀的紛争解決システムの構築とＡＤＲの可能性（１）

のことも法（訴訟）により解決すべきかについて、深く論議する必要がある｡」

というコメントを付けた。（郭美松「''１国法治現代化とADRの運命｣、「国際商

事法務」Vol33No2（2005）209頁｡）

(64）範愉・前掲（注60）335頁。

(65）和田仁孝「ADR－理論と実践」（有斐閣、2007年）９９頁。

(66）古田勇・前掲（注１）204頁。

(67）田中成明『現代社会と裁判一民事訴訟の位置と役割』（弘文堂、平成８年）

第１頁。

(68）古田勇「日本社会における「法化」の射程｣、吉}11勇編『法化社会と紛争解

決』（成文堂、2006年）所収、６頁。

(69）六本佳平「法社会学』（有斐閣、1986年）250頁。

(70）二E冊・前掲（注60）248頁～249頁。

(71）例えば、チベットｒｌ治区では、首府であるラサの市街区域にある人民法院が

受理した民事事件は近年大幅に増加しただけでなく、その当事者の構成も大量

の漢族と流動人口を含んで複雑であるため、紛争の調停も比較的難しい。これ

に対し、農牧区域の当事者は、より調停を受け入れ易く、裁判所の権威と民族

の伝統も彼らに平和的な方式で紛争の解決を望ませる一因となっている。ある

裁判官の話では、一般的に言えば、チベット族の当事者は非常に道徳を重んじ、

法律を尊重し、裁判官を信用しているので、彼らの紛争に対する調停は、漢族

の当事者よりはるかに容易である。ところが、近年、チベット族当事者の間に

起きた紛争の内容も変化し始め、調停がだんだん難しくなる可能性もあること

は想像に難くないという。（範愉・前掲（注16）436頁～437頁｡）

(72）中国法律年鑑編集部『中国法律年鑑」（法律出版社、1989年。中国法律年鑑

出版社、1990年～2004年)。なお、2001年までの民事第一審事件に関する統計

の'Tlでは、「知的財産権」「人身権」などの人比調停の統計にない紛争類型も含

まれているが、全体に占める割合はきわめて少ないため、合計にはそのまま含

めて分析する。

(73）三日１１.前掲（注60）191頁～192頁。
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論 説

(74）斉藤明美・前掲（注8）212頁～213頁。小嶋明美・前掲注９）６７頁。

(75）範愉・前掲（注16）411頁～413頁。ただし、この点につき異なる見方もある。

すなわち、「学院派」裁判官も実にしばしば調停の手法を用いて事件を処理し

ているどころか、ひいては一部の「経験派」裁判官よりも調停に長けている。

彼らの長所は、法律を正確に把握し利用しながら「情孤」と結び付いて説得す

ることにあるためか、望ましい調停効果が得られるゆえに、当事者から好評を

受けるのみならず、社会からの支持度も比較的高い。これもまた「学院派」裁

判官の「調停偏好」をさらに強めさせた。人民法院に配属されたばかりの若い

裁判官は余り調停に興味を持たないかもしれないが、裁判官としての年功を積

むことにより、調停の利点を次第に体得でき、調停の経験と技法も次第に豊富

熟達になってくることにつれて、その「調停偏好」の傾向もますます強くなる

と反論している。（呉英姿「法院調停的「復興」与未来｣、「法制与社会発展」

2007年３月号41頁｡）

(76）範`愉・前掲（注16）414頁。

(77）章武生主編『民事訴訟法新論』法律Ⅲ仮社（2002年）271頁。小嶋明美・前

掲（注９）６４頁参照。

(78）範愉・前掲（注16）415頁～416頁。

(79）範愉「客観、全面地認識和対待調解｣、「河北学刊｣'2006年６月号176頁。

(80）範`愉・前掲（注16）299～300頁。なお、このような現象は、訴訟費用の歩合

控除返金制度を廃止し、人民法院の運営経費を完全に公共財政によって支出す

べきと定めた「訴訟費用納付方法」（2007年４月１日施行）の実施によって好

転し始めたとはいえ、まだ完全に解消されてないのが現状のようである。

(81）中国側の文献では、人民調停制度が「東方経験」として国際的に称賛された

との言い方はすでに定着しているが、出所が不明のようである。このため、外

国側の文献では、人民調停ＩｌｊＩ度は諸外国にない、中国だけの優れた制度として

「東方経験」や「東方の一輪の花（東方一枝花)」として欧米に対し喧伝し自賛

してきたという指摘もあった。（王冊・前掲（注60）251頁参照｡）また、Fu

Hualing氏もその論文の中で、『法制日報」の関連記事など（WangGuiwu
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社会転換期の中国における多元的紛争解決システムの構築とＡＤＲの可能性（１）

“DevelopingtheLegalTheoryof‘ThreeDefenselines,andProtectingRural

Socialorder，，，LegalDaily，Octl9，］989.）を引用したうえ、中国の「公式の論

評は、すでに調停を共産主義の革新的な制度から『東方の一輪の花』へと焦点

を変えている」と指摘した。（FuHualing“Understandingpeople，sMediationin

Post-MaoChina",JournalofChineseLawVol6,NO2（1992）pp216）

(82）DonaldCClarke・前掲（注２）245頁。

(83）StanleyBLubman“DisputeResolutioninChinaaflerDengXiaoping：“Mao

andMediation，，Revisited，，，ColumbiaJoumalofAsianLawVol､１１，ＮＯ２

（1997,Fall）ｐp392.1981年に中国を訪問した米連邦段高裁のWarrenBurger長官

は、人民調停委員会を視察した後に、「中国の調停委員会のやり方はすばらし

い。このやり方だと、多くの小事件を前もって解決することができるので、裁

判所の負担が軽くなる。ぜひとも中国の状況をアメリカに紹介したい」と発言

した。（『人民中国」編集部編『中国の民事調停：法によらないもめごとの解決」

（｢人民中国」雑誌社、1984年）５頁。「美国首席大法官在中国」（新華社、１９８１

年９月８日。InBBC-SWB，Sept10,1981.）

(84）例えば、第１０回日本弁護士訪中団の天野憲治団長は、調停委員会を訪れて次

のような感想を述べたと報道された。「中国の調停委員会というのが、こんな

にすぐれた組織だとは予想外だった。公正にもめごとを解決して、人間関係を

調整し、社会の安定に貢献している。しかも無報酬で、こんなことは世界でも

他にはないのではないか｣、「日本に帰ったら、このことを大いに紹介し、中国

のような公正な調停組織をつくるべきだと思う」。（｢人民中国」編集部・同右

注５頁～６頁｡）

(85）FuHualing・前掲（注81）211頁、219頁。

(86）張衛平「我国替代性糾紛解決機制的重構｣、『法律適用」2005年第２号15頁。

(87）紛争起因の複雑性については、婚姻家庭、相隣関係、家屋宅地、賃借債務と

いった伝統型の民間紛争は依然として大量に存在し、かつその他の紛争と複雑

に絡み合い互いに因果をなす状態である。例えば、高齢者をめぐる紛争は、従

来のような扶養紛争のほかに、家屋、財産、再婚などの問題と複雑に絡み合う
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論 説

紛争も年々1Wえ続けている。紛争行為の多様性、集団性、突発性及び対抗性に

ついては、近年の民間紛争が、伝統型に多い個人間の紛争から、土地の請負と

流転、土地の徴収と補償、家屋の立退きと補償、村務管理、農民の負担、計画

Ｈ１塵、生産経営、環境汚染、労働争議、一時解雇と求職、医療過誤、交通事故

などをめぐるIMil人と法人及びその他の組織との間における紛争まで拡大され、

とくに急速な都ilj化に伴う大規模な建設工事などによって周辺住民に迷惑をか

ける「施工僥民」（住民を騒がす]二事）をめぐる紛争、国有企業所有制の改革

によって触発した労働争議が大幅に蝋大しているどころか、対応次第で集団的

な対抗までエスカレートされる１１能性も大きい。紛争処理の難解`性については、

近年の民間紛争には財産、契約、債務をめぐるものが多く、損害賠償や損失補

償に関連する問題だけに調停の難度も商い。全国の人比調停機構が2004年から

2007年６月までに調停した1,580万件余りの紛争のうち、37.9％を占める約600

万件は各種の複雑難解な紛争に属するものであった。（iiilj赤勇・司法部副部長

「在全国人民調解]己作会議上的識話｣、「人氏調解」2007年第８号９頁～１０頁｡）

(88）鄭小兵「訴訟調解制度的現代価値｣、「社会主義法治f11l念与人民司法優良伝統

研検会交流論文」（2006年６月23日）４頁。

(89）王懐安・元岐商人民法院副院長「対審判方式改革和辮判長選任的幾点思考一

正懐安同志在江蘇法院考察期間的講話摘要｣、「人災TTI法ｊ2000年１０月号。

(90）全国で民事事件の新受件数が最も多い末端人民法院の一つとされる広東省東

莞市人民法院は、常住人口170万人に対して裁判官の定員は約200人であるが、

管轄地域における実際の人'二1は約1,200万人（このうちＬ０００万人が流動人１－]で

ある）であるため、裁判官一人当たりの新受件数は、2007年に全国裁判官の平

均新受件数（42件）の5.14倍もあった。束莞市派出法廷である塘夏人氏法廷に

勤務する13名の裁判官は、塘夏工業団地に住む120万人（現地人口１０万人、外

来人口110万人）を管轄しているが、2008年に7,540件の民事事件を受理し、こ

のうちの３人はそれぞれ1,000件も受Hl1した。こうした「訴訟膨張」の事態に対

応する措置として、調停制度の活１１jが再び議題に上げられ、2008年４月より五

つの人民調停室は、束莞市の各人民法院に「進駐」するようになった。ちなみ
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社会転換期の中'五lにおける多元的紛争解決システムの榊築とＡＤＲの可能性（１）

に、束莞１１丁人民法院はいま、最高人民法院が推進する多元的紛争解決システム

の試行地区に指定されている。（｢塘夏法廷：中国最忙的法廷書記員都被累突

丁｣、「南方週末』2008年１２月７１]。）

(91）同右注。

(92）「人民法院報」2002年７月12日。

(93）範`愉・前掲（注58)。

(94）例えば、2002年10月1711の「法Iljll｢1報ｊに「50銭の訴訟を起すべきか（“五

毛銭的宮司，,打還是不打)」、2002年10月2111の「人民法院報』に「50銭の訴訟

にノーと言う（対“五毛銭的官司”説不)、2002年10月23日の「検察|]報」に

「訴えが門前払いにされて「｢濫訴ｊのレッテルを貼られたとき（当告状無門貼

上“濫訴，,標鏑)」といったタイトルの記耶が掲載され、この事件を却下した

決定の適否をめぐって論議を展開した。

(95）候淑雲「西方ADR的flilI度背景与中国当代調解制度的重構｣、劉金国・蒋立山

主編『''１国社会転型与法律治理！（法律川版社、2007年）第７章。

(96）張衛平「訴訟調解：時下勢態的分析与思考｣、『法学」2007年第５号20頁。

(97）候淑雲・前掲（注95)。

(98）中国法律年鑑編集部「||j同法律ｲ1重鑑』（｢'１国法律年鑑ｌＩＩ版社、2002年～2005年)。

(99）範愉・前掲（注１６）305頁。

(lOO）肖揚・元最高人民法院院長「努力実現人民調解停与司法裁判的良性亙動｣、

「人民調解」2007第８号６頁。

(101）肖揚・元最高人民法院院長「充分発揮司法調停在構建社会主義和譜社会中

的積極作用｣、｜｢人民法院報』2006年９月301]。

(102）張衛平・前掲（注96）１８頁～21頁。

(１０３）呉英姿・前掲（注75）３８頁。

(104）中|玉|法律年鑑編集部｢中国法律年鑑』（中国法律年鑑l]｣版社､2003年～2008年)。

(105）中国法律年鑑編集部『中国法律年鑑」（中国法律年鑑出版社､2004年～2008年)。

(１０６）範愉・前掲（注16）435～436頁。

(107）中国法律年鑑編集部・前掲（注５）。
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三△･

iiI弧Ｉ 説

(108）軸寧・前掲（注３）407頁。

(109）同右注・286頁、409頁。

(110）同右注・287頁、404頁、416頁～417頁。

(111）Ｍ右注・407頁。

(112）中国調停制度に特有な政治的機能について、StanleyBLubman氏は、中国

の調停がしばしば紛争解決に勝る別の三つの機能を担っている。その一は、イ

デオロギーの原則、価値観及び共産党の計画を明解に伝達し適用することを促

進し、中国人民を動員して共産党の政策及び目標への賛同を増強する助けとな

る。その二は、個人間の紛争の解決よりもむしろそれを抑えるのに役立つ。少

なくとも「紛争」が強大な社会主義中国の建設を妨げる一種の社会衝突として

歓迎されないものと思われた。その三は、国と党組織が実施した他の統制手段

を補強する、と具体的に分析したうえ、調停の政治的機能は、しばしばその紛

争解決機能を覆うほど浸透している、と結論付けた。（StanleyBLubman“Mao

andMediation：PoliticsandDisputeResolutioninChina，，，CalifbmiaLawReview

Vol55，Ｎｏｓ（1967）ppl339，ppl287.）

(113）王冊・前掲（注60）251頁。

(１１４）同右注・278頁。

(115）同右注・260頁。

(116）強世功Ｉ調解、法制与現代性：中国調解制度研究Ｉ（中国法制出版社、２００１

年）180頁～188頁。

(117）司法所（課）とは、郷鎮（街道）クラスにおいて設置される末端の司法行

政機関である。その主要な職責としては、(⑪人民調停活動を指導し、難解・複

雑な民間紛争の調停に参加すること、②非行少年に対する日常的な矯正事務を

受け持つこと、③基層法律サービス活動を指導し管理すること、④関係部門に

よる満期釈放された者への配置と教育を行うこと、⑤法制の宣伝・教育活動を

組織すること、⑥郷鎮（街道）人民政府の「法による行政、法による管理」の

実施について法律上の意見と提案を提供すること、⑦郷鎮（街道）人民政府に

よる社会紛争処理に協力すること、⑧社会治安の包括的管理に参与すること、
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⑨上級の司法行政機関及び郷鎮（街道）人民政府から任された社会の安定の維

持に関連する業務などがある。（｢規範化した司法所の創立に関する司法部の意

見」（司発通[2004]27号)｣、上海市司法局「人民調解工作重要文件資料歴編』

（第１輯）所収、276頁～277頁｡）

(118）王冊・前掲（注60）261頁。

(119）韓寧・前掲（注３）300頁、302頁。なお、日本でも、民間型ADRで成立し

た合意への執行力の付与については賛否両論がある。紛争解決の実効J性確保の

見地から、裁判所の執行決定を経るなどの加重要件を課す仕組みの下でこれを

付与することに積極的な意見があった一方、執行力を濫用する弊害が発生する

恐れがあること、手続が重すぎてかえって利用しにくくなること、利用者の権

利保護に十分配慮しながら採用の是非を慎重に検討すべきである、といった懸

念もあったため、ADR基本法への導入は見送られた。しかし、ADRの発展過程

においていずれ認証されたＡＤＲに執行力を付与すべきかという議論が出てくる

ことも予想される。（藩美都里「裁判外紛争解決手続（ADR）制度｣、国立国会

図書館『調査と情報」第493号（2005年９月22日)。吉田勇・前掲（注１）209頁｡）

(120）曹建明・元最高人民法院副院長「在全国人民調解工作会議上的講話」（2002

年９月27日)、上海市司法局「人民調解工作重要文件資料匪編」（第１輯）所収、

４６頁～47頁。

(121）王冊・前掲（注60）264頁。

(122）StanleyBLubman・前掲（注１１２）1287頁。

(123）法的要素の注入では、まず、人民調停を利用した場合、裁判に近い効果が

得られるようにするため、人民調停協議の民事契約としての効力が認められた。

次に、調停の過程において、法律有識者を人民調停貝として参加させ、そして

調停手続の規範化を区１つたように、人民調停手続をいわばミニ裁判的に再構成

し、紛争を法的に処理する。（王冊・前掲（注60）264頁｡）さらに、人民調停

活動に対する人民法院の指導が強化され、人民調停員に対して教育・研修を実

施することが人民法院の職責として義務付けられた。

(124）行政関与の強化については、まず、郷鎮（街道）人民調停委員会を新設し
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たこと、各人民iilM悴委員会間の協業体iIjllを強化することによって、衰退してい

る人民調停組織網の再整備を行い、人民調停がカバーする範囲を拡大し、また、

村民（住民）委員会における人氏調停委員会で調停できない紛争、複数の地域

ないし所属先に跨る紛争の調停が''1能となった。次に、これまで人民調停を指

導する立場にあった司法補佐貝という行政官を調停員として直接人氏調停に参

加させ、行政による関ノアを強化した。さらに、人比調停活動に対する司法行政

機関の指導監督を強化することによって、人民調停による紛争処理の結果の正

当性が補完されている。このように、人民調停の性格は、相対的に「住民同治

的」から「行政的」へ移動したと言える。行政の介入度合いが高まることによ

り、法的効力も、相対的に「ない」から「ある」へと移動した。（王冊・前掲

（注60）262頁、264頁、275頁｡）

(125）王冊・前掲（注60）258頁。

(126）これは一種の「ＡＤＲ利用勧併」IljU度であるとも言えよう。日本でも、裁判

所が事案に応じて事件をADRにlm付する制度が認めるかについては、ADR検討

会で議論になっていたが、裁判を受ける権利を奪うおそれがあるとして導入が

jmL送れた。ただし、ＡＤＲの法的効采の拡大、裁判手続との本格的な連携を図る

見地から、当事荷の同意を得たうえで裁判所が期間を定めることを前提として

認める余地も残され、将来の検討課題となり得る。（藩美都里・前掲(注119)｡）

(127）黄松有・元雌商人民法院副院長「就《最高人民法院関於人民法院民事調解

工作若干問題的規定》答記者|Ⅲ」（2004年９月161｣)、未才発ほか主編「調解要

点与技巧総論』（人民法院出版社、2007年）所収、391頁。

*本稿は、熊本大学拠点形成研究Ｂ「社会の「法化』に最適な司法制度

と紛争解決システムの構築一法的解決システムと非法的解決システ

ムの競合と連携一」による共同研究の一部である。
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